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 1. はじめに 

(1) 計画策定の背景 

本市は、市域の中に、多くの市民が居住する市街地と、赤城山南麓に広がる山林などの豊

かで良好な自然環境を有する都市です。 

こうした中、市民の高齢化や人口減少への対応、貴重な財産である良好な自然環境の次代

への継承などが必要とされ、既存ストックを有効活用しつつ様々な都市機能を計画的に集積

させ、無秩序な市街地の拡大を抑制する「コンパクトなまちづくり」の考え方も重要です。 

一方、広大な市域の中で数々の固有の特性を有し、多くの人々が日常生活を送ってきた旧

町村などの地域を尊重したまちづくりも重要となっています。したがって、あらゆる機能を

集積させた単独の地区（中心市街地）だけで全市民の生活を支え、広大な市域全体の発展を

けん引するのではなく、個々の特性や役割にあわせた都市機能を持つ地区を有し、良好な自

然環境と共生する地域の発展、そして、これら地域の連携による相乗効果で市全体がひとつ

の都市として発展することが大切です。 

そこで、本市では、都市計画マスタープランでも掲げる「ひとつの都市として市全体が地

域とともに発展するコンパクトなまちづくり」の実現に向けた具体的な方向性を示すための

立地適正化計画を策定することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 「都市計画改訂版マスタープラン」より 
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(2) ⽴地適正化計画 

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に位置づけられた医療や福祉、商業などや住

居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施

設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すものであり、

これまでの都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制等とは異なり、こ

れまで以上に都市における活動や都市機能に着目し、高度な取り組みを推進する計画とな

ります。 

 

【立地適正化計画制度の意義】 

・これまでの土地利用規制等で都市をコントロールするだけではなく、都市の住民・企

業の活動等にこれまで以上に着目すること 

・これまで都市計画の中で明確には位置づけられてこなかった各種の都市機能に着目し、

都市計画の中に位置づけることで、都市をコントロールする新たな仕組みを構築する

こと 

・市街化調整区域の規制、都市計画施設の見直し、民間活力を活用した開発など、これま

での都市計画制度のツールについて、取組みの高度化を図ること 

 

(3) ⽴地適正化計画制度の特徴 

立地適正化計画は、行政と住民や民間事業者が一体となり、コンパクトなまちづくりを

進めていくため、様々な役割が期待されています。 

 

【都市全体を見渡したマスタープラン】 

・一部の機能だけではなく、医療や福祉、商業などや公共交通などの様々な都市機能を

対象として立地を踏まえた計画となります。 

・まちなかの空地・空家と、人口分散（郊外部での住宅開発）を一体として検討の上、

分野を横断して立地を踏まえた計画となります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

都市全域の機能を見渡した都市計画マスタープランの高度化版の役割 
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【都市計画と民間施設誘導の融合】 

・これまでの都市計画に基づくインフラ整備と合わせ、既存インフラを生かした、医療

や福祉、商業などの民間施設の立地に焦点を当てます。 

 

 

 

 

 

【市街地空洞化防止のための新たな選択肢】 

・立地適正化の対象となる地域、施設を設定することで、民間施設や居住の立地を緩やか

に誘導できる、市街地空洞化防止のための新たな選択肢として活用することが可能とな

ります。 

 

 

 

【時間軸をもったアクションプラン】 

・立地適正化計画では、計画の達成状況を評価し、状況に合わせて、計画を見直すこと

が求められています。 

 

 

 

 

【都市計画と公的不動産の連携】 

・財政状況の逼迫や公共施設の老朽化等を背景として、公的不動産の見直しを推進してき

ましたが、立地適正化計画では、将来のまちのあり方を見据えた公共施設の再配置（公

共施設の再編）や、学校跡地等の公有地の活用や公共施設との合築による民間機能の整

備等と連携して進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの都市計画法に基づく土地利用規制と合わせ、立地適正化の対象区域に誘導

したい施設の設定や区域外における届出・制度等により、民間施設への誘導手法が多

様化 

それぞれの地域における拠点性形成のための役割 

時間軸をもったアクションプランとして運用することで効果的なまちづくりが可能 

公共施設の再編に係る計画（公共施設等総合管理計画 等）との連携 



 

 
 

 
 

4 
 

  

【都市計画と公共交通の一体化】 

・立地適正化計画は、「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」の

連携を具体的に進めます。 

 

 

 

 

図 1-2 都市計画と公共交通の一体化イメージ  

「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省より 

 

 

 

 

居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の

再編との連携により、『コンパクトシティプラスネットワーク』のまちづくり 
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(4) ⽴地適正化計画に定める事項 

【立地適正化計画の区域】 

【区域】 

○立地適正化計画の区域は、都市計画区域全体が基本となります。 

※本市の対象区域 

前橋都市計画区域 

前橋勢多都市計画区域 

富士見都市計画区域 

なお、富士見都市計画区域については、平成３２年度を目処に都市計画区域の見直

しを予定していることから、段階的に検討を進めます。 

 

□都市機能誘導区域 

【区域の設定】 

○都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点

に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

【誘導施設の設定】 

○誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき医療や福祉、商業などの

都市機能施設です。 

 

□居住誘導区域 

【区域の設定】 

○居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持するこ

とにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべ

き区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 立地適正化計画イメージ 「概要パンフレット」国土交通省より 
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(5) 本計画書の位置づけ 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条に規定された都市計画マスタープランの

高度化版として、本市の都市構造上における課題を踏まえて、様々に関連する計画や施策と

連携しながら、将来にわたって持続可能な都市づくりを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ⽬標年次 

 本計画は、おおむね２０年（平成５２年）先の都市づくりを見据えた計画となります。 

  

前橋市総合計画 

 

前橋市都市計画マスタープラン 

前橋市立地適正化計画 前橋市地域公共交通網形成計画 

整備、開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

<関連計画等> 

  人口対策関連   県都まえばし創生プラン「前橋版人口ビジョン・総合戦略」 

  まちづくり関連  前橋市市街地総合再生計画 

           前橋市中心市街地活性化基本計画 

  子育て、福祉関連 前橋市子ども・子育て支援事業計画 

           老人保健福祉計画「まえばしスマイルプラン」 

           前橋市障害者福祉計画「前橋はーとふるプラン」 

  教育関連     前橋市教育振興基本計画 

  行政関連     前橋市市有資産活用基本方針 

           前橋市公共施設等総合管理計画       

                                   など 

連携 

両輪 
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 2. 本市の現況及び将来動向からみた特性 

 2-1 市街地形成 

(1) DID 拡⼤状況 

本市の DID（人口集中地区）は、昭和 50 年から平成 7 年にかけて拡大していますが、旧

前橋市域内にとどまっており、合併後も横ばいの状況にあります。また、人口集中地区内の

人口は、平成 2 年以降、合併後も横ばいであり、人口密度は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 DID の変遷 

資料：国土数値情報

鉄道駅

鉄道

国道

主要都道府県道

高速道路

都市計画マスタープランの地区区分境界

合併以前の行政界

清里・総社地区 

南橘地区 

本庁地区 
元総社・東地区 

上川淵・下川淵地区 

永明・城南地区 

桂萱地区 

芳賀地区 

富士見地区 

大胡地区 

宮城地区 
旧富士見村 

旧宮城村 

旧大胡町 旧粕川村 

粕川地区 

旧前橋市 
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図 2-2 DID 面積の変遷 

資料：「前橋の都市計画」、前橋市 

 

図 2-3 DID 人口・人口密度の変遷 

資料：「前橋の都市計画」、前橋市 
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(2) 都市計画指定状況 

1) ⽤途地域 

 本市では、本庁地区、元総社・東地区を中心に大胡地区で商業地域の用途が指定されてお

り、都市機能の集積が期待されています。 

住居系の用途地域は、市街化区域を中心に非線引き区域にも指定されていますが、宮城、

粕川地区には用途指定がされていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 用途地域指定 

資料：H24 都市計画基礎調査 

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

清里・総社地区 

南橘地区 

本庁地区 
元総社・東地区 

上川淵・下川淵地区 

永明・城南地区 

桂萱地区 

芳賀地区 

富士見地区 

大胡地区 

宮城地区 

粕川地区 



 

 
 

 
 

10 
 

  

2) ⼟地利⽤現況 

 商業、住宅系の土地利用は、市街化区域内に集積していますが、市街化調整区域や非線引

き区域の大胡地区、宮城地区、粕川地区、富士見地区においても分布しており、広く生活機

能が立地していることが覗えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 土地利用現況 

資料：H24 都市計画基礎調査 

土地利用区分

商業系

住宅系

工業系

公共系

農用地・森林等

水面・河川等

道路・鉄道等

その他

清里・総社地区 

南橘地区 

本庁地区 
元総社・東地区 

上川淵・下川淵地区 

永明・城南地区 

桂萱地区 

芳賀地区 

富士見地区 

大胡地区 

宮城地区 

粕川地区 
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(3) ⼟地区画整理事業の実施状況 

 市街化区域内の多くで土地区画整理事業が施行されており、非線引き区域である大胡地区

（八ッヶ峰地区、樋越南部地区：完了）や富士見地区（小暮地区：施行中）などでも事業が

実施され、良好な都市基盤整備が進められています。なお、現在も 9地区で事業が施行され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 2-6 区画整理事業施行中地区 

資料：【人口】国勢調査（H22）地域メッシュ統計 

【区画整理事業】前橋市ホームページ「施行中地区一覧」

夜間人口
（人/ha・H22年）

1 ～ 10

10 ～ 20

20 ～ 30

30 ～ 40

40 - 50

50 ～ 60

60 ～ 70

70 ～ 80

80 ～

清里・総社地区 

南橘地区 

本庁地区 
元総社・東地区 

上川淵・下川淵地区 

永明・城南地区 

桂萱地区 

芳賀地区 

富士見地区 

大胡地区 

宮城地区 

粕川地区 
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(4) 公営住宅の⽴地状況 

 本市は、人口が増加していた 1980 年代に、本庁地区を中心に、公営住宅が建設されまし

た。これらの公営住宅周辺では、高齢化率が高い地域が見受けられます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 公営住宅の立地状況 

資料：前橋市ホームページ「市営住宅一覧」 

公営住宅（建設年別）

1970年以前に建設

1970年代に建設

1980年代に建設

1990年代に建設

2000年以降に建設

高齢化率（65歳以上人口割合）
（％・H22年）

データなし

0 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

30 - 40%

40 - 50%

50 - 60%

60 - 70%

70%超

清里・総社地区 

南橘地区 

本庁地区 

元総社・東地区 

上川淵・下川淵地区 

永明・城南地区 

桂萱地区 

芳賀地区 

富士見地区 

大胡地区 

宮城地区 

粕川地区 
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(5) 市街地形成の現状と問題点 

1) 市街地形成の現状 

 立地適正化計画では、これまで整備が進められた社会資本の有効活用や都市機能の適正配

置など、都市経営コストを抑えたコンパクトな都市を目指すことから、現状の本市の市街地

形成の現状について、以下の特徴に着目します。 

 

 

 

 

2) 本市の強みと弱み 

積極的な土地区画整理事業の実施によって、良好な市街地が広く形成されたことが強みで

ある一方、スプロール的な開発も見られ、比較的低密度な市街地が広く分布していることが

弱みであると考えられます。 

 

 

  

□人口増加に対応するため、市街地は郊外部に拡大してきた。 

□全国有数の規模で土地区画整理が進められてきた。 
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 2-2 居住に関する現状 

(1) 市の⼈⼝ 

1) 総⼈⼝ 

本市の総人口（夜間人口）は平成 12 年の 34.2 万人をピークに減少傾向となっています。

また、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、昭和 50 年以降、一貫して上昇しており、平成 52

年には、約 3人に 1人以上が高齢者となる予測となっています。 

 

 

図 2-8 総人口（年齢３階層別）・高齢化率の推移 

資料：【実績値】国勢調査（H27） 

【推計値】国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（中位推計）」 
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2) 世帯数 

 本市は、世帯数の増加と人口減少の影響により、一世帯平均人数が減少する傾向にありま

す。 

 

図 2-9 世帯数・一世帯平均人数の推移 

資料：国勢調査 

 

           図 2-10 世帯構成（平成 22 年度）  資料：国勢調査 
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(2) 地区別の⼈⼝ 

1) 総⼈⼝ 

 人口は、本庁地区、東地区、南橘地区の国道 17 号沿線、広瀬団地方面に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-11 夜間人口の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計
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2) ⾼齢者 

① ⾼齢⼈⼝ 

高齢人口は本庁地区や広瀬団地方面に集中しています。 

1980 年代に中心部で進んだ公営住宅開発等により形成された比較的高密度な市街地には

多くの高齢者が分布している傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 高齢者人口（65 歳以上）の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計
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② ⾼齢化率 

 富士見地区、粕川地区の一部で、高齢化率が非常に高い地域があります。 

人口の集積が進んだ本庁地区では、高齢化が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 高齢化率（65 歳以上人口割合） 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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3) 若年層  

① 若年⼈⼝ 

 若年人口は、東地区や広瀬団地方面、ローズタウンで高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 若年人口（14 歳以下）の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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② 若年⼈⼝率 

本庁地区や永明・城南地区で、若年人口率が低い地域が分布しており、上毛線沿線やその

北側の地域では非常に低い地域が点在しています。南橘地区や東地区では高い傾向が見られ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 若年人口率（14 歳以下人口割合） 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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(3) 居住に関する現状と問題点 

1) 居住の現状 

立地適正化計画においては、コンパクトな市街地に居住を誘導することを目指す観点から、

本市の居住の現状について、以下の特徴に着目します。 

 

 

 

 

 

2) 本市の強みと弱み 

 持ち家志向が強く、郊外部の新規開発地で戸建て住宅を取得する層が多いことが強みであ

る一方、中心部では既に高齢化が進んでおり、古い建物が多く残る一方で駐車場が多く分布

するなど、活力低下等の問題が生じる可能性があることが、弱みであると考えられます。 

 

 

 

 

  

□既に人口減少が始まっており、4 人に 1 人が高齢者となっている。 

□高齢者は市内中心部に多い一方、新たに開発が進んだ郊外部では、若年人口率が高い

地域が存在する。 
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 2-3 主要な都市機能の配置状況 

(1) ⾏政機能 

中枢的な行政機能を有する前橋市役所・群馬県庁は、JR 前橋駅、上毛線中央前橋駅周辺

の本庁地区内に立地しています。 

支所については、旧町村のそれぞれの地域に立地されている状況にあり、日常生活を営む

上で必要となる行政窓口機能については、中心部までアクセスしなくとも享受できる環境が

提供されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 行政機能施設の分布 
資料：国土数値情報
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(2) 介護福祉機能 

1) 介護福祉機能施設の⽴地状況 

 市内全域で、一様に介護福祉施設が立地しています。 

本庁地区などの高齢人口が多い地域では、介護福祉施設が集積しており、ある程度サービ

スを享受できる環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-17 介護福祉施設の分布 

資料：国土数値情報 
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2) 介護福祉施設の利⽤状況 

平成 21 年から平成 26 年までの、施設サービスの介護度別利用者数については、微増傾

向にあります※。 

※平成 26 年度は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活の指定があり、施設サービス利用

者数が地域密着型の施設サービス利用者数が地域密着型サービスへ集計上移ったため、減

少する結果になっています。 

 

資料：まえばしスマイルプラン 
※要介護 1：手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 
 要介護 2：要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態  
要介護 3：要介護２の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著し 

く低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態  
要介護 4：要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難 

となる状態  
要介護 5：要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが 

ほぼ不可能な状態 
 

注釈出典：厚生労働省ホームページ「介護保険制度における要介護認定の仕組み」

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html 

図 2-18 要介護段階別の介護施設利用実績 
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(3) ⼦育て機能 

1) ⼦育て機能施設の⽴地状況 

 保育所・認定こども園は、本庁地区を中心として人口分布に合わせて立地しています。そ

の他、大胡地区や粕川地区など広く分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-19 子育て機能施設の分布 

資料：前橋市ホームページ「幼稚園一覧・保育所（園）一覧」より作成 
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2) ⼦育て機能施設の利⽤状況 

① 保育所の⼊所児童数・充⾜率 

平成 22 年から平成 26 年までの保育所の入所児童数は微増傾向にあり、また、充足率は

100％を上回っています。 

 

 

 

図 2-20 保育所の入所児童数・充足率 

資料：前橋市子ども・子育て支援事業計画 
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平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

施設数（箇所） 18 18 18 18 18

①定員（人） 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

②入所児童数（人） 2,038 1,934 2,002 1,978 2,006

充足率（②/①：％） 98.0% 93.0% 96.3% 95.1% 96.4%

施設数（箇所） 42 42 42 42 42

①定員（人） 3,815 3,880 3,940 4,055 4,115

②入所児童数（人） 4,593 4,654 4,817 4,886 4,917

充足率（②/①：％） 120.4% 119.9% 122.3% 120.5% 119.5%

施設数（箇所） 60 60 60 60 60

①定員（人） 5,895 5,960 6,020 6,135 6,195

②入所児童数（人） 6,631 6,588 6,819 6,864 6,923

充足率（②/①：％） 112.5% 110.5% 113.3% 111.9% 111.8%

区分
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② 幼稚園の⼊園児数・充⾜率 

平成 22 年から平成 26 年までの幼稚園の入園児数は減少傾向にあります。充足率は 60％

台で推移しており、私立幼稚園の定員数が減少傾向にあります。 

 

 

図 2-21 幼稚園の入所児童数・充足率 

資料：前橋市子ども・子育て支援事業計画 

 

  

4,701  4,580  4,574  4,550 

3,909 

66.4% 64.7% 64.5% 64.1%
60.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

入園児数 充足率

(入園児数：人) (充足率：％)

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

施設数（箇所） 4 4 4 4 4

①定員（人） 720 720 720 720 720

②入所児童数（人） 557 530 507 490 444

充足率（②/①：％） 77.4% 73.6% 70.4% 68.1% 61.7%

施設数（箇所） 32 32 32 32 32

①定員（人） 6,360 6,360 6,375 6,375 5,760

②入所児童数（人） 4,144 4,050 4,067 4,060 3,465

充足率（②/①：％） 65.2% 63.7% 63.8% 63.7% 60.2%

施設数（箇所） 36 36 36 36 36

①定員（人） 7,080 7,080 7,095 7,095 6,480

②入所児童数（人） 4,701 4,580 4,574 4,550 3,909

充足率（②/①：％） 66.4% 64.7% 64.5% 64.1% 60.3%
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(4) 商業機能 

 店舗面積が 6000 ㎡を超える大型の商業施設は 1980 年代まで、旧前橋市域内の中心部に近

い地域にとどまっていましたが、1990 年代以降は旧前橋市域以外にも出店され、現在は前

橋南 IC 周辺などでも出店が進んでいます。 

 コンビニエンスストアは、人口が多い市街化区域を中心として非常に多く出店しており、

郊外部では、上毛電鉄沿線の一部の鉄道駅近隣に出店しているほか、国道・県道のロードサ

イドに出店しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-22 商業機能施設の分布状況 

資料：大型小売店総覧 2015 より作成 
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(5) 医療機能 

 病院は、旧前橋市域には、広い範囲で立地していますが、旧町村地域では立地しておらず、

自動車や公共交通の乗り継ぎにより、旧前橋市域に利用していることが想定されます。 

診療所は市内全域で非常に多く、高齢人口が多い中心部に特に集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-23 医療機能施設の分布 

資料：国土数値情報 
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(6) ⾦融機能 

 銀行・郵便局は、市街化区域内で集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-24 金融機能施設の分布状況 
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(7) 教育・⽂化機能 

1) 教育・⽂化機能施設の⽴地状況 

 小学校は全域に分布しており、本庁地区等の人口密度の高い地域に、多くが立地していま

すが、桃井小と中央小の統合などの動きも生じています。 

中学校については、旧前橋市域は若年人口が多く、比較的居住地近隣の中学校に通える環

境にありますが、旧町村地域では、区域内に中学校が一つの状況にあり、距離のある中学校

に通わざるを得ない地域も存在しています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-25 教育・文化機能施設の分布 

夜間人口
（人/ha・H22年）
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2) ⼩学校・中学校の児童⽣徒数 

平成23年から平成27年までの児童生徒数は小学校・中学校ともに、減少傾向にあります。

学校数に大きな増減はありませんが、平均児童生徒数は減少傾向にあります。 

 

(児童生徒数：人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-26 小学校・中学校児童生徒数 

資料：学校基本調査 各年度 5 月 1 日現在(単位：人) 
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(8) 都市機能施設⽴地の現状と問題点 

1) 現状 

立地適正化計画においては、都市機能の集積・再配置などのコンパクトなまちづくりを推

進する観点から、本市の都市の現状について、以下の特徴に着目します。 

 

 

 

 

 

2) 本市の強みと弱み 

 魅力的な大型の商業施設や総合病院が居住地の近くに立地しているほか、診療所や図書館

（分館）など日常で利用する施設も居住地の近くに立地していることが強みである一方、い

ずれも自動車でのアクセスを前提とした立地が多く、自動車を利用できない人には利用しに

くいことが、弱みであると考えます。 

 

 

  

□広域から集客する大規模な商業施設や総合病院等が広範囲に立地している。 

□コンビニや診療所、老人福祉施設、保育園等も多く立地している。 

□市民サービスセンターや図書館（分館）が計画的に配置されている。 
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 2-4 交通 

(1) 免許保有率 

本市の運転免許保有者数は年々増加しており、全国平均よりも相対的に高く、自家用車へ

の依存が高いと考えられます。また、高齢者の運転免許保有率も高く、近年では高齢者の半

数以上が運転免許を保有しています。 

 

 

図 2-27 免許保有率の推移（全国・前橋市） 

資料：第 9次前橋市交通安全計画 
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(2) 鉄道 

市西部を縦断する JR 上越線と、市南部を横断する JR 両毛線が運行しており、高崎・東京

方面へアクセスが確保されています。また、上毛電鉄上毛線が市を横断するように配置され

ており、みどり市・桐生市もアクセス可能となっています。 

JR 前橋駅、JR 新前橋駅は利用者が集中しており、上毛線は、大胡駅を中心とした利用者

が多い状況にあります。 

 

図 2-28 鉄道網図（一日平均乗降客数） 

資料：前橋市資料 

   

膳
新屋

上泉

大胡

三俣
城東

片貝
赤坂

粕川

江木

北原
樋越

駒形

前橋

新前橋

中央前橋

前橋大島

群馬総社

心臓血管センター

0 1 2 3 4 50.5
km

鉄道駅

鉄道

国道

主要都道府県道

高速道路

都市計画マスタープランの地区区分境界

乗降客数
（一日平均・人/日）

1 - 250人/日

250 - 500人/日

500 - 1000人/日

1000 - 3000人/日

3000人/日超



 

 
 

 
 

36 
 

  

(3) バス 

JR 前橋駅に集中し、複数系統が重なる駅前通りは、高頻度に運行しています。 

JR 新前橋駅は JR 前橋駅よりも高崎方面への鉄道運行本数が多いが、駅に結節するバス路

線数は JR 前橋駅に比べ少ない状況にあり、高崎方面等市域外へのアクセスよりも、市内郊

外部から市中心部への移動を支えるネットワーク構造となっています。 

郊外へは中心部からの放射状と、上毛線鉄道駅にフィーダー輸送可能なバスネットワーク

性が低く、大胡地区、宮城地区、粕川地区では、系統一本一本の頻度が低いなど、地域間を

結ぶネットワークとして機能が不十分であることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バス停別運行本数は、上下、系統合計の一日運行本数。 

図 2-29 バス路線網図（バス停別運行本数） 
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(4) コミュニティバス 

 JR 前橋駅、新前橋駅を中心に、市中心部を循環するコミュニティバスが運行されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-30 バス路線網図（バス停別運行本数） 

資料：国土数値情報 
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(5) 交通の現状と問題点 

1) 現状 

立地適正化計画においては、都市機能誘導区域と居住誘導区域を結ぶ交通ネットワークに

ついても留意する必要があるため、本市の交通の現状について、以下の特徴に着目します。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 本市の強みと弱み 

 市内の移動においては自動車で移動しやすいことが強みである一方、公共交通と自動車の

所要時間差が大きく、自動車が利用出来る、出来ないによって大きな移動格差が生じている

ことが、弱みであると考えます。 

  

□上武道路が開通し、その他道路網の整備が着実に進んでいる。 

□免許保有率が高く、高齢者でも自動車が利用されている。 

□JR 上越線、JR 両毛線及び上毛鉄道上毛線が骨格的なネットワークを形成している。

□JR 前橋駅を中心に放射状のバスネットワークが形成されているが、一部を除きバスの

運行頻度が低い。 
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 2-5 ⼈⼝の将来⾒通し 

(1) 上位・関連計画における将来⼈⼝⾒通し 

 本市の各種基本計画で活用されている、第六次総合計画改訂版の将来人口フレームに基づ

き、地域別の将来人口見通しを整理しました。 

 

(2) ⼈⼝配置の将来⾒通し 

1) 本市全域の⼈⼝変化 

① 総⼈⼝の推移 

本市の総人口は、平成 22 年(2010 年)には、340,291 人となっており、国立社会保障・人

口問題研究所(社人研)の推計によると、今後人口減少が進んでいき、平成 52 年(2040 年)に

は 280,181 人(2010 年比で 82％)、平成 72 年(2060 年)には 220,541 人(同 65％)となると推

計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-31 総人口の推移 

資料：第六次前橋市総合計画改訂版 
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② ⼈⼝ピラミッド 

平成 22 年(2010 年)の人口構成は、34 歳未満の人口が減少しており「つぼ型」となってい

ます。男性女性ともに 60 歳～64 歳の層が一番多く、次いで、35 歳～39 歳の層が多くなっ

ています。 

一方、平成 52 年(2040 年)の推計では、少子高齢化の進展ともに「つぼ型」が進行して下

部が細くなっています。男性は 65 歳～69 歳の層が一番多く、次いで 60 歳～64 歳の層が多

くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-32 人口ピラミッド 

資料：第六次前橋市総合計画改訂版 

③ 年齢 3 区分別⼈⼝の増減率 

総人口については、平成 22 年(2010 年)から平成 52 年(2040 年)にかけて、推計減少率が

17.7%(60,110 人減)となっています。 

年齢 3区分別に見ると、年少人口の推計減少率は 38.8%(17,805 人減)、生産年齢人口の推

計減少率は30.6%(64,963人減)と見込まれる一方で、老年人口の推計増加率は31.4%(24,951

人増)と見込まれています。 

 

表 2-1 年齢 3 区分別人口の増減率分析 

 平成 22 年 

（2010 年） 

平成 52 年 

（2040 年） 

推定人口増減 推定増減率 

 総人口 340,291 280,181 ▲ 60,110 ▲ 17.7 ％

 年少人口 45,875 28,070 ▲ 17,805 ▲ 38.8 ％

 生産年齢人口 212,620 147,657 ▲ 64,963 ▲ 30.6 ％

 老年人口 79,503 104,454 24,951 31.4 ％

資料：第六次前橋市総合計画改訂版
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2) 地域別⼈⼝の変化 

地域別人口の推移を見ると、「元総社・東地区」、「清里・総社地区」、「永明・城南地区」、

「大胡地区」、「富士見地区」は人口が増加傾向にあります。一方、「本庁地区」、「上川淵・

下川淵地区」、「芳賀地区」、「桂萱地区」、「南橘地区」、「宮城地区」、「粕川地区」では、人口

は減少傾向にあります。特に、本庁地区の人口減少傾向は大きく、平成 27 年／平成 19 年の

比で 0.951 となっており、ドーナツ現象を示しています。 

地区別世帯数については、全ての地区で増加傾向にあり、人口減少傾向と相まって、単身

世帯が増加している傾向が推定されます。今後も人口減少傾向が続くことから、ますます、

単身世帯が増えることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-33 地域別人口の推移 

資料：第六次前橋市総合計画改訂版 

 

 

  



 

 
 

 
 

42 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-34 地域別世帯数の推移 

資料：第六次前橋市総合計画改訂版 

表 2-2 地域別の人口及び世帯数の変化（H27／H19） 

 

No 

 

地  区 

人口、世帯数の変化（H27/H19） 

男性 女性 男女計 世帯数 

1 本庁地区 0.950 0.952 0.951 1.019 

2 上川淵・下川淵地区 0.979 0.994 0.987 1.074 

3 芳賀地区 0.945 0.960 0.953 1.087 

4 桂萱地区 0.984 0.983 0.984 1.058 

5 元総社・東地区 1.024 1.041 1.033 1.098 

6 清里・総社地区 1.025 1.024 1.025 1.110 

7 南橘地区 0.981 0.992 0.987 1.065 

8 永明・城南地区 1.016 1.012 1.014 1.126 

9 大胡地区 1.041 1.032 1.036 1.156 

10 宮城地区 0.947 0.943 0.945 1.096 

11 粕川地区 0.957 0.942 0.949 1.090 

12 富士見地区 1.011 1.021 1.016 1.137 

全  体 0.990 0.994 0.992 1.079 
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3) メッシュ⼈⼝の変化 

① ４次メッシュ別将来⼈⼝の推計⽅法 

将来人口の推計にあたっては、H22 国勢調査のメッシュ統計調査結果（4次メッシュ別年

齢階層別人口）を現況データとして、2015 年～2040 年の値は人口問題研究所（以下、「人問

研」）が将来人口を予測する際に使用するコーホート要因法を適用して求めました。 

コーホート要因法は下の図に示すように、①将来の生残率、②将来の純移動率、③将来の

子供女性比、④将来の 0～4歳性比が必要となるため、人問研が本市の推計の際に使用した

値を、各メッシュ一律に適用しています。（「日本の地域別将来推計人口」（平成 25 年 3 月推

計）」を参照）。 

なお、市全体の人口は、H22（2010 年）の実績値は国勢調査、H42（2030 年）の推計値が

第 6次前橋市総合計画改訂版で推計されているため、この値をコントロールトータルにして

メッシュ別人口の補正を行っています。 

 

図 2-35 4 次メッシュ別将来人口推計の算出フロー 

START

K=1

4次メッシュ
2010年男女・年齢別人口
（秘匿値は国勢調査の処理に準拠）
（年齢不詳は削除） 生残率の仮定値

純移動率の仮定値4次メッシュ
(2010+5K)年 5歳以上男女・年齢別
推計人口（補正前）

4次メッシュ
(2010+5K)年 15～49歳女性
推計人口（補正前）

4次メッシュ
(2010+5K)年 0～4歳男女別
推計人口（補正前）

子ども女性比の仮定値

0～4歳性比の仮定値

日本の地域別将来推計人
口（平成25年3月推計）』
による(2010+5K)年男女・
年齢別推計人口

4次メッシュ
(2010+5K)年 男女・年齢別推計人
口（補正後）

K≦6

OUTPUT

K=K+1

END

市町村で集計し
て男女別年齢別

に補正
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② 総⼈⼝ 

 現況において、特に人口が集中している本庁地区では、人口が減少することが見込まれて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-36 夜間人口の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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図 2-37 夜間人口の増減 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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③ ⾼齢⼈⼝ 

特に現状で高齢人口が多い本庁地区を始め、市内全域で高齢人口が増加することが見込ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-38 高齢人口の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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図 2-39 高齢人口の増減 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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④ 若年⼈⼝ 

総人口の増減と同様の傾向を示しており、人口が集中している本庁地区、東地区でも若年

人口が減少すると見込まれています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-40 若年人口の分布状況 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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図 2-41 若年人口の増減 

資料：国勢調査（H22）地域メッシュ統計 
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(3) ⼈⼝の将来⾒通しと問題点 

1) ⼈⼝の将来⾒通し 

立地適正化計画においては、現況のみならず、将来の高齢化の状況、人口配置の変化等に

ついても視野に入れ、コンパクトな市街地に居住を誘導することを目指す観点から、本市の

人口の将来見通しについて、以下の特徴に着目します。 

 

 

 

 

 

2) 問題点 

 総人口の減少による活力低下や高齢化がさらに進むことによる活力低下が懸念され、特に

高齢化率の高い中心部の空洞化の影響が強いと考えられます。 

  

□総人口がさらに減少する。 

□生産年齢人口が減少し、高齢化がさらに進む。 

□国の試算では、隣接市町村で人口が増加する地域があるが、本市はほぼ全域で人口が

減少する。 
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 2-6 財政状況 

(1) 歳⼊ 

歳入の根幹をなす市税が占める割合は、

平成 20 年度以前は 40％を超えて推移し

てきましたが、平成 21 年度からは減少傾

向にあります。 

今後は人口減少、高齢化に伴う市税収

入の減少が見込まれ、自主財源の確保が

厳しい状況が想定されます。 

 

 

図 2-42 歳入の内訳の推移 

（Ｈ18 年度～Ｈ27 年度：決算   Ｈ28 年度～Ｈ29 年度：当初予算） 

前橋市各会計決算の大要、前橋市各会計予算及び同説明書 

 

 

 

(2) 歳出 

 歳出については、高齢化等に伴う社会

保障関連の扶助費が高い割合で推移して

おり、今後も増加傾向が続くと想定され

ることから、投資的経費やその他の行政

経費は、これまで以上に効率的かつ効果

的に執行する必要があります。 

        

 

 

      図 2-43 歳出の内訳の推移 

（Ｈ18 年度～Ｈ27 年度：決算   Ｈ28 年度～Ｈ29 年度：当初予算） 

前橋市各会計決算の大要、前橋市各会計予算及び同説明書 

 

 

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

市税 地方交付税・国庫支出金 その他

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

人件費 物件費 扶助費

公債費 投資的経費 その他



 

 
 

 
 

52 
 

  

(3) 公共施設 

本市では、高度経済成長期に人口増加や社会状況の変化に応じ、学校や市営住宅をはじめ

とする多くの公共施設を整備した結果、人口一人あたりの施設床面積が全国平均と比較して

も多い状況となっており、これらの施設を一斉に更新すべき時期が迫っています。 

道路や橋りょう、上下水道といった誰もが日常的に利用するインフラ系の施設も含め、現

状の施設規模や施設数を維持することを前提として試算した結果、今後４０年間に必要な更

新費用は、過去５年間の投資的費用と比べ、負担が非常に多くなります。 

このため、ファシリティマネジメントに取り組むことにより、施設の超寿命化の推進・保

有総量の縮減・効率的利活用の推進を図ることが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-43 将来の更新費用推計の一覧 

資料:前橋市公共施設等総合管理計画 
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(4) 地下公⽰価格 

中心市街地に含まれる、以下の地区を対象に、平成 26 年の地価公示価格を調査したとこ

ろ、調査対象区域を含む町丁目の課税地積は、市街化区域全域に占める割合の約 2%である

ものの、固定課税標準額、都計課税標準額の約 7%を占めています。 

また、町丁目の課税地積 1 ㎡当たりの固定課税標準額と都計課税標準額は、中心市街地は、

市街化区域の約 4 倍となっています。 

安定した財源を確保し、今後の健全な行政サービスを提供し続けるためには、中心市街地

の活力を維持・向上させることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-44 調査対象区域と他地区の比較 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-45 調査対象区域図 

図 2-46 課税地積 1 ㎡当たりの標準額 

（単位：円/㎡） 

資料:前橋市市街地総合再生計画 
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(5) 財政の将来⾒通しと問題点 

1) 財政の将来⾒通し 

立地適正化計画においては、都市機能誘導区域、居住誘導区域における都市機能施設や住

環境の整備に対する財源を将来的に確保できることも重要な検討要素であることから、以下

の点に着目します。 

 

 

 

 

 

2) 問題点 

 財政状況が厳しい状況になり、投資余力が低下するとともに、扶助費などの義務的経費が

増加し、投資的経費はさらに限定されると考えられます。 

人口減少や財政状況の制約が一層厳しい状況になることを考えると、これまでと同様の投

資を続けることは難しいと考えます。 

  

□市税収入は減少する見込み。 

□高齢化に伴い扶助費は今後も増加する傾向が続く見込み。 

□公的資産の更新費など財政的負担が多くなる見込み。 
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 3. 課題整理 

 

本市の将来展望である人口ビジョン及び総合戦略である「県都まえばし創生プラン」の目

指す将来の方向性を踏まえ、前節で整理した市街地形成、都市機能、居住、交通、人口、財

政の 6 つの視点から、本市の現状・将来見通しから見た課題と方向性を整理しました。 
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現状 

・⼈⼝増加に対応し、市街地は郊外
部に拡⼤してきた。 

・複数の地域において、全国有数の
規模で区画整理が進められてき
た。 

強）精⼒的な区画整理の推進等によっ
て、良好な市街地が広く形成された。

弱）スプロール的な開発も⾒られ、⽐較
的低密度な市街地が広範囲に分布し
ている。 

強みと弱み 

市
街
地
形
成 

居
住 

強）持ち家志向が強く、郊外部の新規開
発地で⼾建て住宅を取得する層が多
い。 

弱）中⼼部には⾼齢者が既に多く居住、
古い建物が多く残る⼀⽅で駐⾞場が
多く分布するなど、活⼒低下等の問題
が⽣じる。 

・平成 12 年をピークに、⼈⼝減少が
始まっている。 

・⾼齢者数が急増、平成 27 年には 4
⼈に 1 ⼈が⾼齢者となっている。 

・⾼齢化率は中⼼部で⾼い他、市内
の各地に⾼い地域が点在してい
る。 

・夜間⼈⼝は中⼼部で減少している
が、郊外部では増加している地域
が多い。 

・中⼼市街地では、古い建物や駐⾞
場が広く分布している。 

現状整理 

・市税収⼊はさらに減少する。 
・⾼齢化に伴い扶助費は今後も増加が

続く。 

・総⼈⼝がさらに減少する。 
・⽣産年齢⼈⼝が減少し、⾼齢化が

さらに進む。 
・国の試算では、隣接市町村で⼈⼝

が増加する地域があるが、本市は
ほぼ全域で⼈⼝が減少する。 

・財政状況が厳しい状況になり、投資余
⼒が低下する。 

・義務的経費が増加し、投資的経費はさ
らに限定される。 

・広域から集客する⼤規模な商業施
設や総合病院等が広範囲に⽴地し
ている。 

・コンビニや診療所、⽼⼈福祉施設、
保育園等も多く⽴地している。 

・市⺠サービスセンターや図書館が
計画的に配置されている。 

都
市
機
能 

強）魅⼒的な⼤規模商業施設や総合病院
が居住地の近くに⽴地している。 

強）診療所や図書館など⽇常で利⽤する
施設も居住地の近くに⽴地している。

弱）いずれも⾃動⾞でのアクセスを前提
とした⽴地が多く、⾃動⾞を利⽤でき
ない⼈には利⽤しにくい。 

・上武道路等、道路網の整備が着実
に進んでいる。 

・免許保有率が⾼く、⾼齢者にも⾃
動⾞が利⽤されている。 

・JR 上越線、両⽑線及び上⽑電気鉄
道が⾻格的なネットワークを形成
している。 

・前橋駅を中⼼に放射状のバスネッ
トワークが形成されているが、⼀
部を除きバスの運⾏頻度が低い。 

交
通 

強）市内の移動においては⾃動⾞で移動
しやすい。 

弱）公共交通と⾃動⾞の所要時間差が⼤
きく、⾃動⾞が利⽤出来る、出来ない
によって⼤きな移動格差が⽣じてい
る。 

⼈⼝・財政の将来⾒通し

⼈
⼝

財
政 

将来⾒通し 懸念される事項 

・総⼈⼝の減少により活⼒が低下する。
・⾼齢化がさらに進むことにより活⼒が

低下する。 
・特に⾼齢化率の⾼い中⼼部の空洞化が

進む。 

⽬指す⽅向性 

①⼈⼝減少による活⼒低下と年代構成変化 
・市域全体で⼈⼝が減少することにより、低密度

な市街地がさらに低密度化、住宅地での活⼒の
低下や空洞化が懸念される。 

・特に中⼼市街地においては現状でも駐⾞場が多
く⽴地するなどしており、⼀段の活⼒低下が懸
念される。 

・⾼齢化の進展に伴い、⼈⼝の年代構成が変化、
⾼齢者が増加する。 

②都市機能施設の撤退と新たなニーズの発⽣ 
・都市機能を⽀える各種施設の圏域内⼈⼝が減少

することによって、⺠間施設の経営性が低下、
商業施設等が撤退するリスクが⾼まる。 

・公共施設についても、サービスを提供する市⺠
が減少するため、効率性が低下、⾏政経営上は
再編ニーズが⾼まる。 

・⾼齢化の視点に伴い、医療や福祉機能へのニー
ズが⾼まる。 

①⼀定の集積がある市街地の活⼒維持実現 
・今後の⼈⼝⾒通しや財政制約を踏まえると、現在広

範囲に広がる市街地の全てにおいて⼈⼝・活⼒を維
持することは困難である。 

 
 
このため、⼀定以上の集積がある市街地を選定し、
選択的に⼈⼝と活⼒の維持を図り、⼈⼝減少社会
においても⼦供から⾼齢者まで安⼼して暮らせ、
⽣涯活躍が出来るまちを形成することが望まし
い。 

②都市機能の効率的な提供実現 
・今後の⼈⼝⾒通しや財政制約を踏まえると、すべて

の施設が将来に渡って⽴地し続けることは難しい
と考えられる。 
 
 
このため、公共施設の再編が必要となる場合には、
効率性と利⽤者からの利⽤しやすさに留意して検
討を⾏うことが望ましい。また、⾼齢者からのニ
ーズに対応した医療・福祉施設についても効率性
と利⽤しやすさに留意し、健康医療都市に資する
検討を⾏うことが望ましい。 

③⾃動⾞を利⽤できない層の移動性低下 
・⼈⼝が減少することにより、公共交通の経営環

境が⼀段と厳しくなり、利⽤者の減少とサービ
スレベル低下の負のスパイラルが⽣じることが
懸念される。 

・⾼齢化に伴い、⾃動⾞の運転を断念、⾃動⾞を
利⽤できない層が増加することが懸念される。

・公共交通と⾃動⾞のサービスレベル差がさらに
拡⼤、⾃動⾞を利⽤できない層の移動性が低下
し、外出機会が減少するおそれがある。 

③居住分布・都市機能⽴地 
・公共交通サービスの関連性強化実現 

・⾼齢者をはじめ⾃動⾞を利⽤できない層が増加する
ことが予想されるため、これらの層の移動性確保が
求められる。 
 
 
このため、居住地と都市機能施設の距離を近づけ
徒歩や⾃転⾞でアクセスしやすくすること、居住
地から都市機能施設まで公共交通施設でアクセス
しやすくすることが望ましい。 

県都まえばし創⽣プランで⽬指す将来の⽅向 

・「⼦どもたちの元気な声が聞こえるずっと住みたい⽣涯活躍のまち〜健康医療都市まえばし〜」の理念のもと、若者の
定着と⾼齢者の活躍により、地域の活⼒を維持するため、都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成等の施策を推進
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 4. まちづくり⽅針 

立地適正化計画では、本市の現状を踏まえた都市構造上の課題に対応した将来にわたっ

て持続可能なまちづくりを実現するため、便利でいつまでも暮らしていきたいと思える都

市づくりを目指す計画です。 

そこで、 

 

 

 

 

 

に着目して、コンパクトシティプラスネットワークのまちづくりを進めることとし、次の

ようにまちづくり方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり方針 

誰もが多様なライフスタイルで 

⽣涯活躍できる地域連携型まちづくりの推進

□市内全体に一様な投資を続けるのではなく、選択と集中の観点から、積極的に投資を行う地

域を選定し、そこに居住地や都市機能を誘導する都市のコンパクト化 

□公共交通網の整備方針と連携し、自動車以外でも移動が容易な都市構造への転換を図ること

で、自動車を中心とした生活から過度に自動車に依存しない生活への転換 

【基本方針１】 「都市機能の集積とまとまりのある居住の推進」 

それぞれ地域の拠点における医療や福祉、商業といった都市機能の集約性を高め、周辺に

おける居住を誘導するまちのコンパクト化を推進します。 

【基本方針２】 「利便性と効率性の高い都市機能の誘導を推進」 

今後の社会構造によるニーズを踏まえ、公的不動産の活用や民間事業者等との連携により

効率的な都市機能の誘導を推進します。 

【基本方針３】 「公共交通の充実によるネットワーク性の向上を推進」 

地域公共交通網形成計画をはじめとする公共交通施策との連携により、公共交通によるア

クセス性の高い、移動環境の向上を推進します。 
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 5. ⽬指すべき都市の⾻格構造 

本市では、これまで都市計画マスタープランで定める 12 の地区を中心に、それぞれ地区

の連携によって、相乗効果で市全体がひとつの都市として発展できるようなまちづくりに

取り組んで来ました。 

そのため、これまでのまちづくりの経過を踏まえ、都市計画マスタープランで位置づけ

られた≪都心核≫や≪地域核≫、≪地域・生活拠点≫の中から人口の集積状況、都市機能

の集積状況、交通利便性の観点で立地適正化計画の拠点を位置づける事としました。 

さらに、拠点の階層構造を踏まえた連携方針を整理し、公共交通ネットワークの方向性

を踏まえ、基幹的な公共交通軸により、目指すべき都市の骨格構造を設定しました。 

 

 5-1 都市の⾻格構造検討の流れ 

(1) 都市の⾻格構造の検討 

都市の骨格構造は、人口や都市機能施設、公共交通施設が集積し、主要な公共交通路線

の結節点等として公共交通のアクセス性が高い『中心拠点、地域拠点、生活拠点』と、沿

線に相当の人口集積があり、将来も一定程度の運行水準を維持すると見込まれる公共交通

路線にて、各拠点地区をネットワーク化する『基幹的な公共交通軸』から構成されます。 

各拠点では、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の考え方を念頭に置いた上で、拠点の

設定条件を整理し、人口や都市機能、交通サービスの充足状況から都市機能誘導区域の設

定対象となる『中心拠点、地域拠点、生活拠点』を設定します。 

この中心拠点、地域拠点、生活拠点を前提とした、中心拠点を有する地区、地域拠点を

有する地区、生活拠点を有する地区の階層構造を踏まえ、地区ごとの連携方針を整理し、

拠点をネットワーク化する公共交通路線を中心に『基幹的な公共交通軸』を合わせた、本

市の目指すべき都市の骨格構造を定めました。 

 

地域類型 享受できる都市機能のイメージ 

中心拠点 行政機能（本庁舎）や総合福祉センター、子育て支援センター、大型の商業施設、

総合病院、金融機関、教育・文化機能など多様な高次機能が拠点に集積し、市内全

域から多様な都市活動を営むことが可能な地区。 

地域拠点 行政機能（支所など）や大型の商業施設などを中心に拠点にて日常生活に必要とな

る施設がある程度集積しており、徒歩や自転車等で拠点にアクセスすることで過度

に自動車に依存することなく一定程度の高次都市機能や日常生活に必要な都市機能

を享受できる地区。 

生活拠点 日常生活に必要となる施設がある程度集積しており、徒歩や自転車等で拠点にアク

セスすることで過度に自動車に依存することなく日常生活に必要な都市機能を享受

できる地区。 
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図 5-1 主要拠点と基幹的な公共交通軸から構成される都市の骨格構造のイメージ 

「立地適正化計画の手引き」国土交通省より 

 

 

 国の手引きでは以下のように拠点の考え方が示されており、都市計画マスタープランに

位置づけられた各拠点等の状況を踏まえて設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 各拠点のイメージ 

「立地適正化計画の手引き」国土交通省より 
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 5-2 拠点の選定 

 5-2-1  拠点地区の設定 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画マスタープラン改訂版 

      将来都市構造図 

立地適正化計画 拠点 
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(1) 各拠点の基本⽅針と連携⽅針 

 

 

 

中心拠点（都市計画マスタープラン改訂版：都心核） 

【本庁地区】 

基本方針 本庁地区では、県都の顔として、商業、金融、教育・文化、医療、介護福祉、子

育て等、多様な都市機能の維持・充実を図ることで、利便性が高く賑わいのある

都市空間の再生を進めます。 

連携方針 拠点内には、JR 前橋駅及び上毛電鉄中央前橋駅が立地し、また、市内を放射状に

走る路線バス網の中心地となっていることから、人口集積の高い南橘地区や桂萱

地区などと相互補完しながら、周辺地域等の日常生活を支えるとともに、市内全

域から多様な交通手段で中心拠点に誰もが集うことができる都市環境の形成を目

指します。 

地域拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域核） 

【新前橋駅周辺地区】 

基本方針 新前橋駅周辺地区では、本市の要所となる交通ターミナルを有する地区であり、

また、本市を代表する業務機能が集積していることから、市西部を代表する賑わ

いを生み出す商業・業務活動の場の形成を進めます。 

連携方針 元総社・東地区などの周辺地域の日常生活を支える拠点として、路線バスやマイ

バス等の公共交通機関を介して、活動目的に合わせて多様な交通手段を選び・集

うことができる、都市環境の形成を目指します。 

地域拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域核） 

【大胡地区】 

基本方針 大胡地区では、上毛電鉄大胡駅周辺に立地する商業施設、行政、介護福祉、

子育て、医療等の都市機能の集積を活かし、市東部の中心として日常生活の

利便性を支える活動の場の形成を進めます。 

連携方針 市東部を支える地域の拠点として、大胡地区、宮城地区、粕川地区を運行す

るデマンド交通や上毛電鉄を介して、過度に自動車に依存しないで活動でき

る居住環境の形成を目指します。 

地域拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域核） 

【前橋南部地区】 

基本方針 前橋南部地区では、本市を代表する大規模商業施設の立地を活かし、他都市

との交流促進にも寄与する市南部の地域拠点として、また、開発の進展に合

わせて人口増加が見込まれることから、日常生活を支える都市機能を誘導し

ながら、周辺の既存市街地における生活利便性の向上を目指します。 

連携方針 市南部における地域の拠点として、中心拠点からの一定以上のサービス水準

を有するバス路線の接続により、過度に自動車に依存しない住環境の形成を

目指します。 
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生活拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域拠点） 

【群馬総社駅周辺地区】 

基本方針 群馬総社駅周辺地区では、JR 群馬総社駅を中心に介護福祉、子育て、商業、

医療等の日常生活をサポートする都市機能の充実を図ることで、周辺地域を

支える生活拠点として豊かな自然環境と調和した居住環境を支える都市空間

の形成を進めます。 

連携方針 JR 群馬総社駅を中心とした鉄道や路線バスにより、人口が集積する地域や隣

接する吉岡町と連携しながら、交通環境の維持・改善を図ることで、過度に

自動車に依存することなく、日常生活を営むことができる住環境の形成を目

指します。 

生活拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域拠点） 

【前橋大島駅周辺地区】 

基本方針 前橋大島駅周辺地区では、JR 前橋大島駅周辺から連担した市街地を中心に商

業機能の維持・充実を図るとともに、医療機能、子育て機能などの充実が求

められる機能を補うことで、周辺地区の住民や当該地区を訪れる従業者の利

便性が高い複合市街地の形成を進めます。 

連携方針 JR 前橋大島駅を中心として鉄道を利用した拠点間や周辺地域へのアクセス

性のある生活しやすい都市空間の形成を目指します。 

生活拠点（都市計画マスタープラン改訂版：地域拠点） 

【駒形周辺地区】 

基本方針 駒形周辺地区では、商業、医療、金融などの都市機能の維持・充実を進める

とともに JR 駒形駅と連携を強化することで、地域住民の生活利便性に寄与す

る拠点の形成を進めます。 

連携方針 JR 駒形駅やバス路線網と連携を図りながら、周辺地域から集うことが出来る

移動環境の向上を目指します。 
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(2) 都市の⾻格構造  
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 5-2-2  拠点形成のまちづくり⽅針 

(1) 各拠点の整理 

 
拠点形成のまちづくり方針を定めるため、都市機能状況、人口動向、上位計画の位置づ

け、活動実態などを整理します。 
 
視点 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

【都市機能状況】 

各拠点における医療や福祉、商業などの都市機能の配置状況を整理します。 

【人口動向】 

現在と将来（平成５２年）の人口集積状況と、構成比を整理します。 

【上位計画の位置づけ】 

それぞれの拠点における都市計画マスタープランと総合計画による位置づけを整理します。

【活動実態】 

群馬県パーソントリップ調査によるそれぞれの拠点における人々の活動実態を整理します。

【拠点の特性等】 

拠点における各種事業実態、地区特性を整理します。 
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参考：群馬県パーソントリップ調査の概要 

パーソントリップ調査とは、「どのような年齢、職業の人が」「どのような目的で」「どこ

からどこへ」「どのような交通手段で」「いつ」移動したか、といった一日の生活行動など

を調べるものです。このデータを活用し、7 つの拠点に対して、どんな目的で、どのような

人がどこから、いつ、訪れて活動しているのかを確認しました。 

 

■本庁地区に集まる時間帯別年齢階層別のトリップ数（買物目的） 

 

出典：群馬県パーソントリップ調査 

■本庁地区に集まる人々の居住地の分布（買物目的） 

 
出典：群馬県パーソントリップ調査 
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0
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男性_～24歳

男性_25～39歳

男性_40～64歳

男性_65歳～

女性_～24歳

女性_25～39歳

女性_40～64歳

女性_65歳～

男性

⼥性

(TE)

買物 

都市マスタープランの区域区分
群⾺県PT調査⼩ゾーン
対象ゾーン

2 ～ 5%
5 ～ 10%
10 %～

各居住地で発⽣する
活動に占める

当該地区の割合

買物 

本庁地区には、65 歳以

上の女性が午前中多

く、集まっていること

が分かります。 

本庁地区には、本市全域

の買い物を支えているこ

とが分かります。 
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拠

点

種

類 

拠点名 

都市機能施設や人口動向 

都市計画マスタープラ

ン及び総合計画 

各地区の活動実態 

拠点の特性等 

都市機能 人口動向※1 

通勤 通学 

買物 通院 その他の私用※3 

人口集積 構成比 

コメント 
利用者 

属性 

居住地 

特性 

利用者 

属性 

居住地 

特性 

利用者 

属性 

居住地 

特性 

現況

(H22) 

11.4 

(人/ha) ※2 

将来

(H52) 

9.4 

(人/ha) ※2 

 

 

65 歳~ 

~14 歳 

現況

(H22) 

23.1%※2 

13.5%※2 

将来 

(H52) 

37.1%※2 

10.0%※2 

中

心

拠

点 

本庁地

区 

・行政、介護福祉、子育

て、商業、医療、金融、

教育文化の全ての高次

の都市機能が立地 

・金融の人口カバー率が

拠点内で最も高い 

51.9 

(人/ha)

高 

37.3 

(人/ha) 

高 

-28.1% 

65 歳

以上 
30.3%

高 

42.2%高

+11.9％ 

・現況、将

来ともに高

齢化率が

最も高い。 

・急激な人

口減少が

進む。 

県都の顔。 

中心市街地の再生を

進めることで、商業・

業務機能の拡充や街

なか居住の促進を図

り、にぎわいのある都

心核の形成。 

・富士見、南

橘方面から下

川淵方面に

至る南北に渡

って集積 

・南橘方面か

ら六供、朝倉

町方面の南

北に渡って集

積 

 

・利用者の大

半が 40 代以

上の女性 

 

・芳賀地区や

国道 50 号沿

道を含めた市

中西部から集

積 

・利用者の大

半が高齢者 

 

・市全域から集

積 

・昼までは高齢

者、夕方から

若年層が利用 

 

・市全域から集積 

・土地区画整理事業（千代田町、二中地区） 

・再開発事業（ＪＲ前橋駅北口地区ほか） 

・ｲﾍﾞﾝﾄ等による活性化施策 

・JR 前橋駅、中央前橋駅の鉄道拠点 
14 歳 

以下 
10.2%

低 

9.2%低

-1.0％ 

地

域

拠

点 

新前橋

駅周辺

地区 

・介護福祉、商業、医

療、金融分野の高次施

設が立地 

 

33.5 

(人/ha)

高 

27.7 

(人/ha) 

高

-17.3% 

65 歳

以上 
20.5%

低 

38.5%高

+18.0％ 

・急激な高

齢化が進

む。 

県中央部の交通結節

点。 

商業・業務機能や広

域行政機能が集積し

た地域核の形成。 

・総社地区を

含めた市西

部から集積

・総社地区か

ら集積 

・利用者の大

半が 40 代以

上の女性 

 

・元総社、東地

区から集積 

・男性は高齢

者、女性は若

年層が利用 

 

・総社地区を

含めた市西部

から集積 

・昼までは高齢

者、夕方から

若年層が利用 

 

・総社地区を含め

た市西部から集

積 

・区画整理事業（新前橋第三） 

・高崎方面、渋川方面からの鉄道ターミナル

的拠点 

・新前橋東口では、民間企業が集積した業務

エリア 14 歳 

以下 
12.5%

低 

9.5%低

-3.0％ 

大胡 

地区 

・大型商業施設、教育・

文化施設、銀行・郵便局

が立地 

20.9 

(人/ha) 

高 

17.4 

(人/ha) 

高

-17.7% 

65 歳

以上 
23.6%

高 

35.0%低

+11.4％ 

・将来は高

齢化率が

低く、年少

人口の割

合が高くな

る。 

市東部の中心。 

地区内外の住民の日

常生活を支える商業・

居住・行政機能が集

積した豊かな自然に

包まれた潤いのある

まちの形成。 

・大胡地域を

中心に粕川

地区、宮

城、芳賀地

域からも集

積 

・大胡地域か

ら集積 

・日中は高齢

者、夕方は若

い男性が利

用 

・粕川地区、宮

城地区を含

めた市東部

から集積 

・利用者の大

半が高齢者 

 

・粕川地区、宮

城地区を含

めた市東部

から集積 

・男性は夕方

に若年層が

利用。女性は

どの時間帯も

幅広い年齢

層が利用 

・大胡地区、粕川

地区、宮城地区

から集積 

・大胡駅を中心として商業集積地が点在 

 

14 歳 

以下 
15.0%

高 

10.2%高

-4.8％ 

前橋南

部地区 

・高次の大型の商業施

設が立地 

・商業の人口カバー率が

拠点内で最も高い 

15.7 

(人/ha) 

高 

12.9 

(人/ha) 

高

-17.8% 

65 歳

以上 
20.5%

低 

41.4%高

+20.9％ 

・急激な少

子高齢化

が進む。 

他都市との交流を促

進する商業系機能の

導入を進めることで、

市内外から多くの人が

訪れる新たな市街地

の形成。 

・市の南部

（JR 両毛線

の南側）か

ら集積 

・拠点地周辺

から集積 

・利用者の大

半が 40 代以

上の女性 

 

・市の南部（JR

両毛線の南

側）から集積

（市外は高崎

市の東部や

玉村町から集

積） 

・利用者の大

半が高齢者

の女性 

 

・拠点地周辺

から集積 

・幅広い年齢

層が利用 

・拠点地周辺から

集積 

・北関東自動車道による広域的なアクセス 

・土地区画整理事業(南部拠点地区) 

14 歳 

以下 
17.0%

高 

9.9%低

-7.1％ 

生

活

拠

点 

群馬総

社駅周

辺地区 

・子育て支援センター、

銀行・郵便局が立地 

・行政、子育て、教育・文

化の人口カバー率が拠

点内で最も高い 

25.7 

(人/ha) 

高 

22.6 

(人/ha) 

高

-22.1% 

65 歳

以上 
20.8%

低 

34.7%低

+13.9％ 

・現況、将

来ともに、

高齢化率

が低く、年

少人口の

割合が高

い。 

都市機能の整備・充

実を図ることで、豊か

な自然と歴史が共存

したまちづくり。 

・拠点地周辺

を中心に城

南地区から

も集積 

・拠点地周辺

から集積 

・男性、女性と

もに高い傾向

・拠点地周辺

から集積 

・利用者の大

半が高齢者

の女性 

 

・拠点地周辺

から集積 

・特定の年齢

層ではなく、

多様な年齢

層が利用 

・拠点地周辺から

集積 

・隣接した吉岡町の商業集積地 

・JR 群馬総社駅西口開設予定 

 14 歳 

以下 
14.8%

高 

10.4%高

-4.4％ 

前橋大

島駅周

辺地区 

・高次の都市機能施設

は金融機能のみ立地 

・介護福祉、医療の人口

カバー率が拠点内で最

も高い 

36.9 

(人/ha) 

高 

31.1 

(人/ha) 

高

-15.7% 

65 歳

以上 
22.6%

低 

35.4%低

+12.8％ 

・将来は高

齢化率が

低く、年少

人口の割

合が高くな

る。 

自然と歴史、住宅団

地と工業団地が共生

することで、周辺地域

の発展にも寄与する

まちづくり。 

・拠点地周辺

から集積 

・ほとんど集

積がない 

・日中は高齢

者、夕方は若

年層の利用

が多い 

・拠点地周辺

から集積 

・利用者の大

半が高齢者 

 

・拠点地周辺

から集積 

・若年層を中

心に利用 

 

・拠点地周辺から

集積 

・土地区画整理事業（松並木） 

・県道前橋館林線沿道における商業等の集

積 

14 歳 

以下 
14.4%

高 

10.2%高

-4.2％ 

駒形周

辺地区 

・大規模商業施設、銀

行・郵便局が立地 

39.1 

(人/ha) 

高 

32.2 

(人/ha) 

高

-17.6% 

65 歳 

以上 
23.1%

同 

37.6%高

+14.5％ 

・将来の高

齢化率の

割合が市

平均より

高い。 

・拠点地を中

心に城南、

粕川地域か

ら集積 

・拠点地を中

心に市南東

部地域から

集積 

・利用者の大

半が 40 代以

上の女性 

 

・拠点地を中

心に城南、上

川淵方面な

ど南東部から

集積 

・高齢者、若年

層の女性も

多い 

・拠点地を中

心に城南、下

川淵、上川淵

方面等南東

部から集積 

・利用者の大

半が 20〜40

代の女性 

・永明・城南地区

全域と隣接する

上川淵・下川淵

地区から集積 

・JR 駒形駅へのアクセス道路整備 

14 歳

以下 
13.4%

低 

10.1%高

-3.3％ 

※1：市の平均値と比較した際に、当該地区の人口密度や高齢化率、年少人口の割合が高い場合には高を、低い場合には低を表示 

※2：市平均値 

※3：その他の私用とは、食事や社交、娯楽、習い事、レジャーなどが含まれる。 
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 5-2-3  まちづくり⽅針 

(1) 各拠点のまちづくり⽅針 

各拠点を整理した内容を踏まえ以下のとおり各拠点のまちづくり方針を定めます。 

 

【本庁地区】 

全市を支える中心拠点として高次の都市機能の集積を維持しながら、少子高齢社会を見据

えた機能の強化を図り、多世代にわたって多くの人が暮らし、集う賑わいにあふれたまち

 づくり

【新前橋周辺地区】 

中心拠点を補完する商業、業務が充実した地域拠点として、高次の都市機能を維持しなが

ら高齢化が進む地域に対応した都市機能の強化を図りつつ、交通結節点の立地を生かした

 利便性の高いまちづくり

【大胡地区】 

本市東部の生活を支える拠点として、多世代にわたって必要な都市機能が集積した便利で

 暮らしやすいまちづくり

【前橋南部地区】 

広域的な商業活動を支える大規模商業施設の立地を生かした、南部地域の生活を支える拠

 点として、急激な高齢化を見据えた機能強化と子育て世代の機能が充実したまちづくり

【群馬総社駅周辺地区】 

豊かな自然環境と調和した居住環境の中で子育て、教育・文化機能を生かした子育て世代

にとって充実したまちづくり 

【前橋大島駅周辺地区】 

住宅と工業施設が適した環境の中で共存し、日常生活機能の充実を図ることで多世代にわ

たって便利で活力のあるまちづくり 

【駒形周辺地区】 

周辺の多くの人口を支える拠点として、地域における日常生活の充実を図り、公共交通と

の連結性を高めることで、多世代が集うまちづくり 

 

 



 

  
68 

 
  

 6. 都市機能誘導区域 

 

都市機能誘導区域とは、都市の骨格構造の『中心拠点、地域拠点、生活拠点』において

医療や福祉、商業などの都市機能施設の立地を誘導すべき区域です。 

区域設定に当たっては、土地利用の実態や公共交通施設、都市機能施設を踏まえ、基幹

公共交通の結節点である鉄道駅やバス停の周辺を中心に地域としての一体性の観点から設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 都市機能誘導区域のイメージ 

「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省より 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省資料 
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 7. 誘導区域の設定 

 7-1 本市での検討⽅針 

本市では、国の手引きで示された地域としての一体性の観点を踏まえた設定を行うため

に、拠点地区ごとに都市機能施設の分布状況や既存計画との整合性等から、都市機能誘導

区域を検討するための一体的な地域としての「まとまり」を設定し、その上で地形地物や

行政界等で具体的な境界線を設定するという 2 段階で検討しました。 

 

1) ⼀体的な地域としてのまとまりの設定⽅法 

7 つの拠点は、周辺部と比較すると一定程度の都市機能施設が立地している状況ですが、

全ての拠点において高密度に都市機能施設が立地しているわけではなく、限られた範囲に

まとまっている拠点も存在していることから、まず、①.都市機能の分布状況から機能が集

積するおおむねの「まとまり」をとらえます。 

①.都市機能の分布状況 

中心点からの都市機能の分布状況から機能が集積する概ねの範囲（中心点から○○m）

を設定 

その上で、②.用途地域の指定状況、③.既存計画での区域指定状況、④.公有地の有無の

視点から、①で定めたおおむねの範囲を踏まえて、当該地区の一体的な地域としての「ま

とまり」を設定します。 

 

表 7-1 各視点の判断基準とまとまり設定への反映方法 

視点 判断基準 まとまり設定への反映方法 

②用途地域の指

定状況 

都市機能施設の立地を誘導しやすい商業、

近隣商業地域は、①で定めたおおむねの範

囲と比較し、範囲内に収まっているのか、外

側まで広がっているのか。（ただし、道路沿い

に設定された近隣商業地域が広範囲に広が

る場合には、一体的なまとまりとは考えにくい

ことから除外） 

①の外側まで広がっている場合

には、外側までのまとまりを考慮 

③既存計画での

区域指定状況 

既存計画で位置づけられた区域は、①で定

めたおおむねの範囲と比較し、範囲内に収

まっているのか、外側まで広がっているの

か。 

①の外側まで広がっている場合

には、外側までまとまりを考慮 

④公有地の有無 

都市機能誘導施設の種地となる公有地や公

共事業予定地は、①の範囲内や周辺部に存

在するのか。 

①の周辺部に存在する場合に

は、周辺部までまとまりを考慮 
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図 7-1 一体的な地域としてのまとまりの設定のイメージ  

①.都市機能の分布

状況 

②.用途地域の指定

状況 

③.既存計画での区

域指定状況 

④.公有地の有無 

当該地区の一体的な地

域としてのまとまり 

都市機能分布から

おおむねの範囲を

設定 

商業、近隣商業地域

の広がりを比較 

既存計画での位置

づけ範囲と比較 

公有地を考慮 
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2) 都市機能誘導区域の境界線の設定 

１）で設定した一体的な地域としてのまとまりに対して、具体的な境界線を以下の①～

⑥の地形地物や町界境等により区域を設定します。なお、付近に複数の区域境界候補が存

在する場合には、以下の優先順位に基づき都市機能誘導区域を設定します。 

①市境、市街化区域・市街化調整区域の境 

②川・線路 

③国道 

④県道等 

⑤町丁目境界（町境により、一体的な区域として選定できない場合には、「⑥市道、用水

路、用途地域」を優先する） 

⑥市道、用水路、用途地域 
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 7-2 ⼀体的な地域としてのまとまりの検討 

 7-2-1  本庁地区 

(1) 都市機能の分布状況 

都市機能施設は中心点である JR 前橋駅、上毛線中央前橋駅から、西側 1km の地点に市役

所、前橋駅南側 700m 程度の位置に大型の商業施設、また、500m～1km の間のけやき並木通

りには金融施設が多数立地しています。 

中心点からの都市機能分布状況から、600m ではけやき並木通りの金融施設が分断される

ことや、北側の教育施設、南側の商業施設が含まれないこと、800m では北西の行政機能が

含まれないことから、おおむね 1km を都市機能の「まとまり」とします。ただし、南西に

位置する前橋刑務所は今後廃止や移転の予定がないことから、都市機能誘導区域に設定し

たとしても施設を誘導することができないため、都市機能誘導区域の対象地域から除外す

ることとします。 

 

図 7-2 本庁地区の都市機能の分布状況 

1km 
800m 

600m 

前橋刑務所 
中心点

検討対象外区域
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 1km について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設を誘導しやすい商業地域、近隣商業地域の指定は、南側、東側は 1km 以内に分布し

ていますが、商業地域は西側に中心から 1.4km 付近、近隣商業地域は北側に 1.4km 付近ま

で広がっています。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

当該地区には、中心市街地活性化基本計画の「中心市街地」が位置づけられており、北

側、南側、東側については 1km の範囲に分布していますが、西側は 1.2km 付近まで広がっ

ています。 

また、二中地区（第一、第三）、千代田町三丁目土地区画整理事業などの基盤整備や再開

発事業による市街地整備が進められています。 

 

(4) 公有地の有無 

前橋市立第二中学校は平成 23 年 3 月、前橋市立中央小学校は平成 28 年 3 月をもって統

廃合となっており、また、日赤病院も平成 30 年に移転する予定です。 

 

結果 

■南側、北側の範囲について 

都市機能施設の立地状況、商業地域、近隣商業地域や中心市街地活性化基本計画の中心

市街地の区域を踏まえて、JR 前橋駅及び上毛線中央前橋駅から 1km を一体的な地域として

のまとまりとします。 

■東側の範囲について 

移転予定の日赤病院を考慮し、商業地域の指定状況や中心市街地の範囲を踏まえて JR 前

橋駅から 1.2km を一体的な地域としてのまとまりとします。 

■西側の範囲について 

上毛線中央前橋駅から西側のおよそ 1.4km 付近に行政機能が集積した状況や商業地域、

その間に中心市街地も含まれることから、上毛線中央前橋駅から 1.4km を一体的な地域と

してのまとまりとします。 
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図 7-3 本庁地区の一体的な地域としてのまとまり 

  

1km

1km

1.2km

1.4km 

商業地域

近隣商業地域

前橋刑務所 

旧中央⼩学校 
 ⽇⾚病院

旧第⼆中学校 

商業⽤途の広がり 

中心点

検討対象外区域

公有地

既存計画での区域指定

中⼼市街地

前橋中央駐⾞場 
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 7-2-2  新前橋駅周辺地区 

(1) 都市機能の分布状況 

 中心点である JR新前橋駅に近接して大型の商業施設が立地し、その他、介護施設や病院、

金融機関が駅の 800m 以内に多く立地していることから、おおむね 800m を都市機能の「ま

とまり」とします。 

 

 
図 7-4 新前橋駅周辺地区の都市機能の分布状況 

 

  

1km 

800m 

600m 

中心点

検討対象外区域
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 800m について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設の誘導がしやすい商業地域、近隣商業地域の指定は、南側を中心に 800m 以内の範囲

に分布しています。北側 600m 程度の位置からは、幹線道路沿いに商業・近隣商業地域が分

布しているが、中心点からは連続的に繋がっているものではありません。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

当該地区には前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画の「シビック・コア拠点」が位置づ

けられており、北側に 600m、東側、南側に 800m 付近まで広がっています。 

また、JR 新前橋駅の東口では、新前橋駅前第三土地区画整理事業が進められています。 

 

(4) 公有地の有無 

当該地区には考慮すべき公有地は見受けられません。 

 

結果 

JR 新前橋駅からおおむね 800m 以内に、多くの都市機能が集積し、商業地域や近隣商業地

域、前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画の「シビック・コア拠点」の範囲を踏まえて JR

新前橋駅から 800m を一体的な地域としてのまとまりとします。 

 

※「シビック・コア拠点」とは、『県央の拠点都市地域の連携を図る結節拠点、本市の地

域核として、既存工場の機能更新や再編の動きにあわせながら、商業・業務機能のコ

ンパクトで効率の良い集約を図るとともに、民間施設と一体性を図りながら、都心核

を補完する広域行政機能の集約的導入を進める』拠点です。 
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図 7-5 新前橋駅周辺地区の一体的な地域としてのまとまり 

 

 

 

 

  

800m

商業地域

近隣商業地域

中心点

検討対象外区域

公有地

既存計画での区域指定

 シビック・コア拠点
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 7-2-3  ⼤胡地区 

(1) 都市機能の分布状況 

上毛線大胡駅から北側 700m 付近までに支所や教育施設、金融機関が立地しています。ま

た、南側では、500m 以内に大型の商業施設が立地しています。西側には 1km 程度の位置に

大型の商業施設が立地しています。 

そのため、都市機能の分布状況から、北側に分布する都市機能が一体的に含まれるよう

に、おおむね 700m を都市機能の「まとまり」とします。 

 
図 7-6 大胡地区の都市機能の分布状況 
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 700m について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設の誘導がしやすい商業地域、近隣商業地域の指定は、大胡駅北側 500m 程度の範囲で

商業地域が分布しており、南側 500m 程度の範囲には近隣商業地域が分布しています。また、

大胡駅から西側 900m 付近から(主)前橋・大間々・桐生線、(主)渋川・大胡線沿い南北方向

に近隣商業地域が分布していますが、中心点からは連続的に繋がっているものではありま

せん。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

大胡地区には、考慮すべき既存計画は見受けられません。 

 

(4) 公有地の有無 

大胡駅から北側およそ 1km に立地する前橋市立大胡幼稚園は、大胡東幼稚園と統合した

ことにより平成 29 年 3 月をもって閉園しています。 

 

結果 

■南側、東側、西側の範囲について 

おおむね 700m 以内に都市機能が集積し、近隣商業地域の指定状況を踏まえて上毛線大胡

駅から 700m を一体的な地域としてのまとまりとします。 

■北側の範囲について 

大胡幼稚園までを考慮し、商業地域の指定状況を踏まえて上毛線大胡駅から 1km を一体

的な地域としてのまとまりとします。 
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図 7-7 大胡地区の一体的な地域としてのまとまり 
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 7-2-4  前橋南部地区 

(1) 都市機能の分布状況 

中心点である中央通りバス停から北側 600m 程度範囲内に、高次の商業施設が多数立地し

ています。また、北側 800m 程度の位置に、郵便局や市民サービスセンター、保育所などが

立地しているものの、市街化調整区域であり、都市機能誘導区域には指定できない範囲で

の立地となっています。 

南側には都市機能施設の立地は少なく、住宅用途として使用されています。 

中心点からの都市機能分布状況から、600m 程度の範囲内に高次の商業施設が多数立地し

ており、800m では検討対象外区域が含まれることから、おおむね 600m を都市機能の「まと

まり」とします。 

 
図 7-8 前橋南部地区の都市機能の分布状況 
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 600m について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設の誘導がしやすい近隣商業地域の指定は、中心点から東側 800m 付近に分布していま

す。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

当該地区には、前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画の「ＩＣ活用型商業・流通・研究

開発拠点」が位置づけられており、北側、西側に約 1km、東側に約 800m の範囲に広がって

います。 

土地区画整理事業の施行により、本市を代表する大型の商業施設が立地しています。 

※「ＩＣ活用型商業・流通・研究開発拠点」とは、『市街化を図る区域と位置づけ、既存

集落や田園環境との調和に配慮しながら、土地区画整理事業を進め、商業・流通機能

及び産業業務・研究開発機能を支えるアクセス道路の都市基盤を整備することを通し

て、前橋南インターチェンジを活用する一体的な拠点型の複合市街地形成を図る』拠

点です。 

 

(4) 公有地の有無 

前橋南部地区には、考慮すべき公有地は見受けられません。 

 

結果 

■北側、西側、東側について 

おおむね 800m 以内の商業地域の指定状況や、「ＩＣ活用型商業・流通・研究開発拠点」

の範囲を踏まえて中央通りバス停から 800m を一体的な地域としてのまとまりとします。 

■南側について 

南東側については市街化調整区域、南西側については主に居住系の用途になるため都市

機能としての一体的な地域のまとまりから除外します。 
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図 7-9 前橋南部地区の一体的な地域としてのまとまり 
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 7-2-5  群⾺総社駅周辺地区 

(1) 都市機能の分布状況 

都市機能施設は、中心点である JR 群馬総社駅の周辺 300m 以内に子育て施設、800m 以内

に商業施設、医療施設、金融施設が点在して立地しています。 

中心点からの都市機能分布状況から、800m 以内に施設が分散して立地しておりますが、

駅周辺における都市機能の分布状況が低く、おおむね 300m を基準として一体的な地域とし

ての「まとまり」とします。 

 

 
図 7-10 群馬総社駅周辺地区の都市機能の分布状況 
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都市機能の分布状況より設定した概ねのまとまり 300m について、用途地域の指定状況や

既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定します。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設の誘導がしやすい近隣商業地域は、JR 群馬総社駅の東側に位置する(一)群馬総社停

車場線沿いに分布しており、300m 以内に収まっています。また、JR 群馬総社駅の南側 300m

付近から東側の(主)前橋・伊香保線沿いにも近隣商業地域が分布しているものの、JR 群馬

総社駅から離れていることから、除外します。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

JR 群馬総社駅の西側には、(主)前橋・伊香保線から駅までのアクセス道路である都市計

画道路「群馬総社駅西口線」が計画されており、道路整備と合わせた駅前周辺の開発が期

待されます。 

 

(4) 公有地の有無 

群馬総社駅周辺地区には、考慮すべき公有地は見受けられません。 

 

結果 

■南側、北側、東側の範囲について 

おおむね 300m 以内の近隣商業地域の指定状況を踏まえて JR群馬総社駅から 300m を一体

的な地域としてのまとまりとします。 

■西側の範囲について 

アクセス道路は、群馬総社駅から西側におよそ 500m の吉岡バイパスまで接続予定であり、

その間は道路整備と合わせた駅前開発が進む可能性を踏まえて JR 群馬総社駅から 500m を

一体的な地域としてのまとまりとします。 
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図 7-11 群馬総社駅周辺地区の一体的な地域としてのまとまり 
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 7-2-6  前橋⼤島駅周辺地区 

(1) 都市機能の分布状況 

都市機能施設は中心点である JR 前橋大島駅周辺に立地してはいないものの、JR 前橋大島

駅から南に 600m 程度の位置にある(主)前橋・館林線の沿道には、商業施設や金融機関など

が複数点在しています。 

中心点からの都市機能分布状況から、600m では南側の商業、子育て、介護施設が含まれ

ず、1km では北東側の 800m～1km 間がおおむね市街化調整区域となることから、おおむね

800m を都市機能の「まとまり」とします。 

なお、前橋大島駅から北側におよそ 600m 付近に位置する野中浄水場は、今後廃止や移転

の予定がないことから、都市機能誘導区域に指定したとしても施設を誘導することができ

ないため、都市機能誘導区域の対象地域から除外します。 

 

 
図 7-12 前橋大島駅周辺地区の都市機能の分布状況 
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 800m について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

前橋大島駅周辺地区には、施設の誘導がしやすい商業地域、近隣商業地域の指定はされ

ていません。 

なお、JR 前橋大島駅を中心地として工業地域が指定されていますが、近年、工場等の撤

退後に住宅や商業などの土地利用への転換が進んでいる状況から、都市機能や居住の立地

状況を踏まえながら、段階的な用途の一部見直しを検討していきます。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

（主）前橋・館林線沿道で松並木土地区画整理事業が進められています。 

 

(4) 公有地の有無 

前橋大島駅周辺地区には、考慮すべき公有地は見受けられません。 

 

結果 

当該地区は、都市機能の分布状況や土地区画整理事業の施行区域を踏まえて JR 前橋大島

駅から 800m を一体的な地域としてのまとまりとします。 
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図 7-13 前橋大島駅周辺地区の一体的な地域としてのまとまり 
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 7-2-7  駒形周辺地区 

(1) 都市機能の分布状況 

都市機能施設は中心点である山王団地入口バス停から 500m 周辺の範囲に多数の商業施設

や介護施設、子育て施設、医療施設などが集積しています。 

中心点から都市機能の分布状況を考えると、800m や 1km にも都市施設は立地しているも

のの、点在しており、多くは市街化調整区域に位置していることから 500m を都市機能の「ま

とまり」とします。 

 
図 7-14 駒形周辺地区の都市機能の分布状況 
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都市機能の分布状況より設定したおおむねのまとまり 500m について、用途地域の指定状

況や既存計画での位置づけ、公有地の分布から一体的な地域としてのまとまりを設定しま

す。 

 

(2) ⽤途地域の指定状況 

施設を誘導しやすい近隣商業地域は、中心点の南東側に位置する(一)駒形柴町線沿いに

広がっています。広がりは、南東方向 800m 付近の(主)藤岡・大胡線、(主)高崎・駒形線ま

で線的に繋がっているものの、一定程度のまとまりを有する近隣商業地域は、500m のまと

まりの範囲内に収まっています。 

 

(3) 既存計画での区域指定状況 

駒形周辺地区内には、JR 駒形駅へと続く都市計画道路「駒形駅前通線」の整備が計画さ

れています。 

 

(4) 公有地の有無 

駒形周辺地区内には、考慮すべき公有地は見受けられません。 

 

結果 

中心点である山王団地入口バス停から概ね 500m 以内に都市機能が集積し、近隣商業地域

の指定状況を踏まえて山王団地入口バス停から500mを一体的な地域としてのまとまりとし

ます。 

なお、当該地区の交通機能の中核を担う JR 駒形駅は、山王団地入口バス停から 500m の

一体的な地域としてのまとまりの外側に位置し、かつ、市街化調整区域に位置するため、

当該計画では一体的に扱うことができません。そのため、群馬県が定める「都市計画ガイ

ドライン（市街化調整区域の地区計画編）（平成 20 年 4 月策定・平成 28 年 4 月全面改訂）」

を踏まえた市街化調整区域における地区計画運用指針に基づき、鉄道駅から概ね半径 500m

以内については、地域主体でまちづくりに取り組むことができる環境を提供することで、

将来的には、都市機能と交通機能が一体となったまとまりを形成できるように配慮します。 
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図 7-15 駒形周辺地区の一体的な地域としてのまとまり 
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 7-3 都市機能誘導区域の境界線の設定 

 7-3-1  本庁地区 

本庁地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの近傍にある

複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

図 7-16 本庁地区の誘導区域 

  

本庁地区の誘導区域 

本庁地区の⼀体的な地域としてのまとまり範囲
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 7-3-2  新前橋駅周辺地区 

新前橋駅周辺地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの近

傍にある複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

図 7-17 新前橋駅周辺地区の誘導区域 

  

新前橋駅周辺の誘導区域 

新前橋駅周辺の⼀体的な地域としてのまとまり
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 7-3-3  ⼤胡地区 

大胡地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの近傍にある

複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

 

図 7-18 大胡地区の誘導区域 

 

  

⼤胡地区の誘導区域 

⼤胡地区の⼀体的な地域としてのまとまり範囲
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 7-3-4  前橋南部地区 

前橋南部地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの近傍に

ある複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-19 前橋南部地区の誘導区域 
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前橋南部地区の誘導区域 

前橋南部地区の 
⼀体的な地域としてのまとまり範囲 
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 7-3-5  群⾺総社駅周辺地区 

群馬総社駅周辺地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの

近傍にある複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

図 7-20 群馬総社駅周辺地区の誘導区域 

 

  

群⾺総社駅周辺地区の誘導区域 

群⾺総社駅周辺地区の 
⼀体的な地域としてのまとまり範囲
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 7-3-6  前橋⼤島駅周辺地区 

前橋大島駅周辺地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの

近傍にある複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

図 7-21 前橋大島駅周辺地区の誘導区域 

 

  

前橋⼤島駅周辺地区の誘導区域 

前橋⼤島駅周辺地区の 
⼀体的な地域としてのまとまり範囲
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 7-3-7  駒形周辺地区 

駒形周辺地区の都市機能誘導区域の境界線を、一体的な地域としてのまとまりの近傍に

ある複数の境界候補から、優先順位に基づき、以下の通り設定します。 

 

 

図 7-22 駒形周辺地区の誘導区域 

 

  

駒形周辺地区の誘導区域 

駒形周辺地区の 
⼀体的な地域としてのまとまり範囲 

⼭王団地⼊⼝バス停 
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 8. 誘導施設の設定 

 8-1 都市機能施設の整理 

誘導施設とは、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき都市機能施設（医療や福祉、商

業など）として、都市機能誘導区域ごとに定めます。 

都市計画運用指針による誘導施設の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とされています。 

また手引きによる地方中核都市規模の都市において、拠点類型ごとにおいて想定される

各種の機能について、次のようにイメージされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 「立地適正化計画の手引き」国土交通省より 

 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

・病院、診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模

多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高

まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子

育て支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマ

ーケット等の商業施設 
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本市の都市機能施設については、都市計画運用指針や手引きで示されるイメージを踏ま

え、以下の７つに分類し、誘導施設として定めるためのそれぞれの役割や求められる事項

を整理します。 

(1) ⾏政機能 

行政窓口機能は、日常生活を営む上で必要となる各種諸手続きなど、支所、市民サービ

スセンターを各地区に配置することで、市内全域をカバーするように配置されています。

今後も社会構造の変化や市民ニーズに対応した行政サービスの向上が求められています。 

(2) 介護・福祉機能 

高齢化が進展していく中において、要介護等認定者数は増加傾向にあり、介護施設等の

充足性が求められ、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの住居系サービス

の計画的な施設整備が図られています。 

また、高齢者を総合的に支援する相談窓口として地域包括支援センターと地域包括支援

ブランチをそれぞれ１１か所設けており、高齢者が住んでいる地域に対して広くサービス

を提供する考え方に基づいて、市内全域をカバーするように配置されています。 

一方、高齢者の活動の場となる通所系の介護施設は、今後の高齢化の進展を踏まえ、需

要に見合った適切な供給量を維持することが求められています。 

さらに身体障害者をはじめとする障害者数は年々増加傾向にあり、障害者の主体性・自

立性を持って積極的に社会に参加していくことのできるサービス提供の基盤整備が求めら

れています。 

(3) ⼦育て機能 

今後の子育てと仕事の両立のために、“放課後児童クラブ”の拡充や病気治療中・回復

期で集団保育等が困難な期間において、医療機関等の専用施設で一時的に子供を預けるこ

とができる“病児・病後児保育”の充実などが求められております。また、事業主の取り

組みを促すため“事業所内保育施設”の整備に対する支援を行う必要があります。 

一方、子ども・子育て関連３法においては、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的

な提供とともに、認定こども園の普及促進を図るなど保育機能を含めた子育て環境の充実

が求められています。 
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(4) 商業機能 

日々の生活に必要な食料品を中心とした商業機能は、すべての活動のベースになるため、

すべての都市機能誘導区域で一定水準を確保することが求められています。 

また、衣料や娯楽などの買い回りの良い比較的大規模な商業施設は、人々が集まり、交

流する場としての役割があることから、都市機能の一つとして求められています。 

(5) 医療機能 

群馬県地域医療構想では急激な高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通し

を踏まえた上で、医療提供体制の整備に取組むことが求められています。 

病院（病床数 20 以上）については、群馬県保健医療計画の中で医療圏別に基準病床数が

定められており、前橋医療圏は既に既存病床数が基準病床数を上回っているため、新規整

備は難しい状況にあります。 

一方、子供から高齢者までが一様に医療を受けられることが、充実した日常生活を営む

ことができることから、診療所の充実性が求められています。 

(6) ⾦融機能 

金融機能は、口座開設や融資などの金融関係の総合的なサービス提供の充実が求められ

ています。 

また、日常生活においては、日々の引き出しや預け入れなど、各所に設置されているＡ

ＴＭを活用した機能の利用が多く見られることから、活動実態に合わせたサービスの向上

が求められています。 

(7) 教育・⽂化機能 

教育振興基本計画においては、学校教育の充実、地域づくりの充実、青少年育成の充実、

施設・環境の充実の４つの充実を「背策の柱」とし、学校、家庭、地域及び大学等の高等

教育機関並びに行政が連携し、「県都前橋 教育のまち」の実現を目指しています。 

また、大学・短大（高専を含む）が 8校、専修学校・各種学校が 38 校と高等教育機関に

恵まれた環境にあるものの、高校生へのアンケート調査では、進学希望者のうち 83.4％が

市外を希望しており、市内進学希望は 14.5％と低い水準にあります（県都まえばし創生プ

ランより）。理由としては、「希望する学部がないから（52.2％）」、「就職に有利な学校に進

学したいから（34.5％）」などが挙げられています。そのため、高等教育機関の充実を図る

ことで、若い層を取り込むことが求められています。 

 また、市民活動の場として重要な図書館については、各公民館に併設された分館機能が

充実しており、利便性の高い状況ではありますが、さらに本館を中心とした時代のニーズ

に即した市民の文化と暮らしを支える利用環境整備が求められています。 

こうした教育・文化機能は、市民力を発揮する場の創造や市民力育成のための工夫など

を通して、多くの人たちの交流の創出による地域づくりが求められています。 
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 8-2 誘導施設の選定・設定⽅法 

(1) 誘導施設の分類 

前節で７つの機能に分類した都市機能施設の中では、地域を包括する役割があり一定の

範囲を踏まえて設置する施設と、地域の状況により特定の需要等によって設置される施設

があることから、必要な都市機能施設を以下の 2 種類に分類します。 

 

【範囲指定型】・・・カバーすべき範囲がある程度明確化されている都市機能施設 

■行政機能：市役所・支所・市民サービスセンター 

   支所・市民サービスセンターには、管区が設定されている。 

■介護・福祉機能：高齢者介護相談施設 

   高齢者の介護相談を担当する地域包括支援センター及び地域包括支援ブランチは、

居住地別に指定されている施設が定められている。 

■子育て機能：事業所内保育施設、病児・病後児保育施設 

  事業所内保育施設は事業所に勤める労働者のために設置されるものであるが、全て

の事業所が設置するものではない。また、病児・病後児保育施設は病院などと連携

することが求められるため病院内や病院の付近に設置されることが多い。 

■子育て機能：放課後児童クラブ 

   放課後児童クラブは小学校内に配置されることが多く、小学校区ごとの空白地域の

解消が求められている。 

■教育・文化機能：小学校、中学校 

   小学校及び中学校には、学区が定められており、指定された施設に通学することと

なっている。 

■教育・文化機能：公民館（図書館分館）などの市民活動施設 

   公民館は、支所・市民サービスセンターに併設され、管区が設定されており、おお

むねのカバーすべき地区が定められている。 

 

【範囲特定型】・・・特定の需要や圏域により設置される都市機能施設 

  ■介護・福祉機能：高齢者通所系介護施設、障害者日中活動系サービス提供施設 

  ■子育て機能：保育所、認定こども園 ※併設される子育て支援施設を含む 

  ■商業機能：大規模小売店舗、食料品スーパー、コンビニエンスストア 

  ■医療機能：診療所 

  ■金融機能：銀行、信用金庫、郵便局 

 ■教育・文化機能：専修学校・各種学校、図書館本館   
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(2) 誘導施設の設定⽅法 

【範囲指定型】 

範囲指定型は、人口分布等に合わせて、適正配置が行われていると想定されることか

ら、今後、居住誘導区域を位置づけ、人口分布が変わっていく中で、今後の人口分布

の変化や建物更新等のタイミングに合わせて都市機能誘導施設としての必要性を検討

します。 

 

【範囲特定型】 

範囲特定型は、各都市機能誘導区域を対象に以下の視点を踏まえて誘導施設を設定し

ます。 

検討（１）：都市機能の充足状況から見た検討（充足状況） 

      ①空間的な充足状況と②量的な充足状況の比較 

検討（２）：まちづくり方針に基づく地域の特性を踏まえた検討（まちづくり方針） 

※日々の生活に必要な食料品を中心とした商業機能については、大規模小売店舗や食

料品スーパーの誘導を検討するため、コンビニエンスストアを誘導施設として位置づ

けず、また、金融機能についても、日常生活で利用する ATM が大型小売店舗や食料品

スーパーに併設されることが多くなったため、誘導施設として位置づけず、今後の見

直し等において検討していきます。 

 

(3) 誘導施設 

 本市における都市機能誘導区域内への誘導施設＝範囲特定型「誘導施設」 

 

 

 

 

 

 

 

  

■介護・福祉機能：高齢者通所系介護施設、障害者日中活動系サービス提供施設 

■子育て機能：保育所、認定こども園 ※併設される子育て支援施設を含む 

■商業機能：大型小売店舗、食料品スーパー 

■医療機能：診療所 

■教育・文化機能：専修学校・各種学校、図書館本館 
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(4) 誘導施設の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 誘導施設選定の流れ 

 

指定施設：人口分布の変化や建物の更新等に伴い、今後計画の見直し等で誘導を検討する施設 

維持施設：現状は充足しており将来にわたって維持する施設であり、今後計画の見直し等で誘導

を検討する施設 

誘導施設：現状での不足や今後のまちづくり方向性に合わせて誘導する施設 

  

誘導施設の分類 

範囲指定型 

指定施設 

（１）充足状況 

範囲特定型 

①空間的な 

充足状況 
②量的な 

充足状況 

低い水準 高い水準 低い水準 高い水準 

維持施設 誘導施設 誘導施設 誘導施設 維持施設 

（２）まちづくり

方針 

両要素比較 
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 8-3 誘導施設の検討 

(1) 充⾜状況から⾒た検討 

1) ①空間的な施設の充⾜状況 

都市機能誘導区域に対する施設機能別・種類別に不足している機能の誘導を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-3 不足する都市機能施設のイメージ 

2) ②量的な施設の充⾜状況 

各都市機能施設が支える人口規模を比較した時に、他地区と比べて低い水準となってい

る施設の誘導を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-4 人口規模を比較した誘導施設のイメージ 

  



 

  
107 

 
  

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた施設 

まちづくり方針に基づいて、地域の特性を踏まえた施設の誘導を図ります。 

 

□各地区別整理 

【本庁地区】 

全市を支える中心拠点として高次の都市機能の集積を維持しながら、少子高齢社会を見据

えた機能の強化を図り、多世代にわたって多くの人が暮らし、集う賑わいにあふれたまち

づくり 

【新前橋周辺地区】 

中心拠点を補完する商業、業務が充実した地域拠点として、高次の都市機能を維持しなが

ら高齢化が進む地域に対応した都市機能の強化を図りつつ、交通結節点の立地を生かした

 利便性の高いまちづくり

【大胡地区】 

本市東部の生活を支える拠点として、多世代にわたって必要な都市機能が集積した便利で

 暮らしやすいまちづくり

【前橋南部地区】 

広域的な商業活動を支える大規模商業施設の立地を生かした、南部地域の生活を支える拠

 点として、急激な高齢化を見据えた機能強化と子育て世代の機能が充実したまちづくり

【群馬総社駅周辺地区】 

豊かな自然環境と調和した居住環境の中で子育て、教育・文化機能を生かした子育て世代

にとって充実したまちづくり 

【前橋大島駅周辺地区】 

住宅と工業施設が適した環境の中で共存し、日常生活機能の充実を図ることで多世代にわ

たって便利で活力のあるまちづくり 

【駒形周辺地区】 

周辺の多くの人口を支える拠点として、地域における日常生活の充実を図り、公共交通と

 の連結性を高めることで、多世代が集うまちづくり
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 8-4 都市機能誘導施設の検討 

 8-4-1  本庁地区 

【まちづくり方針】 

 「全市を支える中心拠点として高次の都市機能の集積を維持しながら、少子高齢社会を見据

えた機能の強化を図り、多世代にわたって多くの人が暮らし、集う賑わいにあふれたまちづ

 くり」
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600m 
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(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区は、高齢者を対象とした介護機能や大規模小売店舗などの商業施設、保育所など

の子育て機能において一部地域で施設が分布されておらず、一つの施設が支える人口規模

が多くなると想定されます。また、医療機能における診療所については、一様に分布され

ているものの、一つの施設が支える人口規模が多くなると想定されます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設 
 □大規模小売店舗、食料品スーパー 
 □診療所 
 □保育所、認定こども園 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、市内全域を支える中心拠点としての役割が重要であり、今後の社会構造の変

化に対応しながら、子供から高齢者、障害者など、誰もが便利で暮らしやすい環境整備が

必要であり、若い世代が集う賑やかな活動の場の提供など、多機能に渡る都市機能の充実

が求められます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設（（１）に同じ） 
 □大規模小売店舗（（１）に同じ） 
 □障害者日中活動系サービス提供施設 
 □診療所（（１）に同じ） 
 □専修学校、各種学校 
 □図書館本館 
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 8-4-2  新前橋駅周辺地区 

【まちづくり方針】 

 「中心拠点を補完する商業、業務が充実した地域拠点として、高次の都市機能を維持しなが

ら高齢化が進む地域に対応した都市機能の強化を図りつつ、交通結節点の立地を生かした利

便性の高いまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区は、高齢化率が高くなることが想定されており、介護福祉機能における一つの施

設が支える人口規模が多くなると想定されます。また、商業機能については、一定の集積

性があるものの、新前橋西口方面では、大規模小売店舗や食料品スーパーの商業施設の分

布が低い状況であることや一つの施設が支える人口規模が多くなると想定されます。さら

に、子育て機能の分布が低いことや一つの施設が支える人口規模が多くなると想定されま

す。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設 
 □大規模小売店舗、食料品スーパー 
 □保育所、認定こども園 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、今後の高齢化に対応した医療機能の充実や交通結節拠点としての利便性が高

い地域性であることから、専修学校等の高等教育機関が集積しており、若い世代の活動の

場としての充実性が求められます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設（（１）に同じ） 
 □診療所 
 □専修学校、各種学校  

1km 
800m 600m 
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 8-4-3  ⼤胡地区 

【まちづくり方針】 

 「本市東部の生活を支える拠点として、多世代にわたって必要な都市機能が集積した便利で

暮らしやすいまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区では、一様に都市機能施設がカバーされており、一つの施設が支える人口規模も

少ない状況にあります。 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、大胡地域はもとより、宮城地域、粕川地域の市東部を支える重要な地域拠点

であり、今後進む高齢化に対応した周辺地域を支える都市機能の充実性が求められます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設 
 □診療所 
 

 

 

  

900m 

700m 

500m 
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 8-4-4  前橋南部地区 

【まちづくり方針】 

 「広域的な商業活動を支える大規模商業施設の立地を生かした、南部地域の生活を支える拠

点として、急激な高齢化を見据えた機能強化と子育て世代の機能が充実したまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区では、高齢化率が高くなることが想定されており、介護福祉機能における一つの

施設が支える人口規模が多くなる想定されます。また、医療機能については、面的な分布

はあるものの一つの施設が支える人口規模が多くなることが想定されます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設 
 □診療所 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、今後急激な少子高齢化が進むことが想定されていることから、高齢者や子育

て世代にとって地域の中で生活しやすい都市機能の充実が求められます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設（（１）に同じ） 
 □診療所（（１）に同じ）  

1km 

800m 
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 8-4-5  群⾺総社駅周辺地区 

【まちづくり方針】 

 「豊かな自然環境と調和した居住環境の中で子育て、教育・文化機能を生かした子育て世代

にとって充実したまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区は、日常生活に必要な商業機能がないことや高齢者を対象とした介護機能や医療

機能において一つの施設が支える人口規模が多くなることが想定されます。 
＜誘導施設＞ 
 □高齢者通所系介護施設 
 □食料品スーパー 
 □診療所 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、周辺地域と含めた子育て機能や教育・文化機能などの集積性を生かした子育

て世代にとってさらなる都市機能の充実性が求められます。 
 □診療所（（１）に同じ） 

 

800m 

300m 

600m 
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 8-4-6  前橋⼤島駅周辺地区 

【まちづくり方針】 

 「住宅と工業施設が適した環境の中で共存し、日常生活機能の充実を図ることで多世代にわ

たって便利で活力のあるまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区は、前橋大島駅周辺においての商業機能、医療機能や子育て機能の分布が低い状

況にあり、それぞれの機能における一つの施設が支える人口規模が多くなることが想定さ

れます。 
＜誘導施設＞ 
 □大規模小売店舗、食料品スーパー 
 □診療所 
 □保育所、認定こども園 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、県道前橋館林線における商業機能の集積を背景に前橋大島駅周辺における土

地利用の変動と含めた多世代にわたる活力ある都市機能の充実性が求められます。 
 □高齢者通所系介護施設 
 □大規模小売店舗、食料品スーパー（（１）に同じ） 
 □診療所（（１）に同じ） 

  

1km 
800m 

600m 
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 8-4-7  駒形周辺地区 

【まちづくり方針】 

 「周辺の多くの人口を支える拠点として、地域における日常生活の充実を図り、公共交通と

の連結性を高めることで、多世代が集うまちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 充⾜状況から⾒た誘導施設 

本地区は、医療機能、子育て機能において、一つの施設が支える人口規模が多くなるこ

とが想定されます。 
＜誘導施設＞ 
 □診療所 
 □保育所、認定こども園 

(2) まちづくり⽅針に基づく地域の特性を踏まえた誘導施設 

本地区は、周辺地域における多くの居住者を支える地域拠点として、今後の高齢化率の

高まりや子育て世代にとって、充実した都市機能の環境整備が求められます。 
 □高齢者通所系介護施設 
 □診療所（（１）に同じ） 

  

1km 

800m 

500m 



 

  
116 

 
  

 8-4-8  誘導施設の設定 

都市機能誘導区域ごとに、前節で整理された結果を踏まえ、誘導施設を整理します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※群馬総社駅周辺地区の商業機能誘導施設は、食料品スーパーです 

表 8-1 誘導施設 

 

 

表 8-2 誘導施設法的位置づけ 

 

  

医療機能 診療所 医療法第１条の５第２項に規定する医業を行うもの

教育・文化機能
専修学校、各種学校

学校教育法第１２４条第１項に規定する専修学校
学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校

図書館（本館） 図書館法第２条第１項に基づき設置した市立図書館（本館）

商業機能

大規模小売店舗
大規模小売店舗立地法に基づく建物内の店舗面積の合計が１０００㎡を超える
店舗

食料品スーパー
経済産業省の商業統計調査における業務分類の定義に基づく取扱商品が食７
０％以上で売場面積が２５０㎡以上のもの

子育て機能

保育所 児童福祉法第３９条に規定する施設

認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２
条第６項に規定する施設

併設される子育て支援施設
児童福祉法第６条の３第１項第２号、第３号、第６号、第７号、第１３号に規定す
る事業を行うための施設

区分 誘導施設 法的位置づけ

福祉機能

高齢者：通所系介護施設 老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

障害者：日中活動系サービス提供施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項に
規定する施設、及び同法第２５項に規定する地域活動支援センター

中心拠点

本庁地区
新前橋駅
周辺地区

大胡地区
前橋南部

地区

群馬総社
駅周辺地

区

前橋大島
駅周辺地

区

駒形周辺
地区

高齢者
　通所系介護施設

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者
　日中活動系サービス提供施設

○

商業機能 日常生活機能
大規模小売店舗、食料品スー
パー

○ ○ ○ ○

医療機能 日常生活機能 診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高次都市機能 専修、各種学校の高等教育機関 ○ ○

高次都市機能 図書館（本館） ○

子育て機能 日常生活機能 保育所、認定こども園 ○ ○ ○ ○

区分 細区分

地域拠点 生活拠点

福祉機能 日常生活機能

教育・文化
機能
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 9. 誘導施策 

 

都市機能の集積や居住の誘導を実現するための施策を整理します。 

 

①国の制度に基づく支援策、各種特例措置の活用 

国では、都市機能施設が実行的に誘導できるよう施設整備にあたり、補助メニューや税

制特例など支援策や特例措置を制度化しており、こうした制度が積極的に活用できるよ

う努めていきます。 

 

②公共交通利便性の向上 

地域公共交通網形成計画と連携して、都市の骨格構造を踏まえた中心拠点と地域拠点、

生活拠点を結ぶ基幹公共交通軸の強化を図るため、日常生活を支えるバス路線網の再編

等に取り組みます。 

また、歩行環境や自転車走行環境の向上、並びに公共交通へのアクセス性の向上に資す

る道路整備等を進めていきます。 

 

③良好な住環境の整備 

 土地区画整理事業を中心とした都市基盤整備による良好な住環境の形成、公園や緑地の

整備に努め、幅広い世代にとって住みやすく、居住者が定着しやすい環境づくり等に取

り組みます。 

 また、「前橋市空家等対策計画」に基づき、良好な生活環境を確保するため、空き家等に

関する施策を推進していきます。 

 

④公的不動産の活用 

「前橋市公共施設等総合管理計画」に基づき、他施設との複合化や機能の集約化等を含

め、公的不動産の有効活用について検討していきます。 

また、都市機能誘導区域内の公的不動産については、都市機能が拡散しないよう、関係

機関や団体、民間との連携・調整を図り、都市機能施設の誘導を推進します。 

 

⑤県都まえばし創生プラン 

人口減少対策として策定された前橋版人口ビジョン・総合戦略の課題解決に向けた方向

性の実現のため、様々な施策と連携し、コンパクトシティを推進します。 
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⑥中心市街地の活性化 

 中心市街地は、多くの人が暮らし、行政機能をはじめ業務や商業など多種多様な本市の

活動の中心地として、都市全体の活力を維持・向上していくための重要な役割を担って

います。そのため、中心市街地では、「中心市街地活性化基本計画」に基づく施策や民間

団体等との官民連携の取り組みにより活性化を図ります。 

 

【市街地総合再生計画】 

 中心市街地では、再開発事業により総合的な市街地整備方針を定めた「市街地総合再生

計画」により、老朽化した建物や遊休化した土地等の新たな利活用を図り、定住人口の

増加や生活ニーズの変化に対応した都市機能の充実を推進しながら、今後の人口減少・

超高齢社会に向けたまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:前橋市市街地総合再生計画 

 

  



 

  
119 

 
  

 

【都市機能誘導施策】 

市街地総合再生計画における重点施策区域を「都市機能誘導促進区域」とし、中心市街

地の回遊性を高めるために、けやき並木通りなどを指定道路（シンボルロード）に位置

づけ、積極的な都市機能の誘導と事業の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市機能誘導促進区域 

指定道路 

※「ＪＲ前橋駅周辺」と「８番街区周辺」については、再開発事業促進拠点として再開発事

業の促進を図っていきます。特に、「JR 前橋駅周辺」は、本市の主要な交通結節拠点である

ことから、多様な人々が集う県都まえばしの玄関口として相応しい都市機能を効果的に誘導

していきます。また、合わせて地区計画制度などを活用した適切な土地利用規制により、良

好な都市環境の維持・形成を図っていきます。 

※「都市機能誘導促進区域」では、一体的かつ総合的に都市機能を誘導するため、誘導施設

の整備に伴う老朽建築物の建替については、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業に加

え、認定再開発事業等の支援を図っていきます。 
 

けやき並木ロード 

駅広場ロード 

八展ロード 

広瀬川ロード 竪町ロード 

商店街ロード 

ＪＲ前橋駅 

市役所 

中央前橋駅 

ＪＲ前橋駅北口地区 

第一種市街地再開発事業 

再開発事業促進拠点 

ＪＲ前橋駅周辺 

８番街区周辺

再開発事業中地区 

本町２１３－２地区 

優良建築物等整備事業 

城東町１１地区 

優良建築物等整備事業 
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 10. 居住誘導区域 

 

居住誘導区域とは、長期的な人口見通しを見据えつつ、地域の生活サービスやコミュニ

ティを維持できるように居住を誘導すべき地域です。立地適正化計画では、居住誘導区域

の中に都市機能誘導区域を定めることが求められています。 

居住誘導区域の設定の考え方としては、以下の視点を踏まえて検討を進めていきます。 

 

□都市機能誘導区域となるべき中心拠点、地域/生活拠点の中心部に公共交通や自転車、

徒歩等によりアクセスしやすく、公共交通軸に存する駅、バス停の徒歩、自転車利用

圏に存する区域から構成されること 

□医療・福祉・商業等の日常生活サービス機能の持続的な確保が可能な人口密度水準が

確保される範囲内であること 

□将来の人口増加が見込める区域であること 

□土砂災害、浸水被害などの被害を受ける危険性が少ないこと 

□工業系用途、都市農地、深刻な空き家・空き地化が進行している地域などは区域に含

めることについて慎重に判断すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省資料 
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 11. 届出制度 

(1) 都市機能誘導区域 

 都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合は、都市再生特別措置法第１０８条の

規定に基づき、建築行為に着手する３０日前までに市への届出が必要となります。 

 届出の対象となる行為は以下のとおりです。 

【開発行為】 
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合 
【開発行為以外】 
・誘導施設を有する建築物を新築する場合 
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 
・建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各誘導施設については、P116 表 8-1 を参照 

(2) 居住誘導区域（居住誘導区域が設定された後） 

 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合は、都市再生特別措置法第８８条

の規定に基づき、これらの行為に着手する３０日前までに市への届出が必要となります。 

 届出の対象となる行為は以下のとおりです。 

【開発行為】 
・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発

行為で、その規模が１，０００㎡以上

のもの 
 
 
 
 
【建築等行為】 
・３戸以上の住宅を新築する場合 
・建築物を改築し、又は建築物の用途を

変更して３戸以上の住宅とする場合 

  

都市機能誘導区域外

で誘導施設を整備す

る場合は、届出が必

要です

都市機能誘導区域で

も、当該区域の誘導

施設として指定され

ていない誘導施設を

整備する場合は、届

出が必要です

当該都市機能誘導区

域で指定されている

誘導施設を整備する

場合は、届出は不要

です 

都市機能誘導区域① 

都市機能誘導区域②

都市機能誘導区域外
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 12. ⽬標及び施策の達成状況に関する評価⽅法 

(1) ⽬標値の設定 

本計画では、本市全体でのまちづくり方針“誰もが多様なライフスタイルで生涯活躍できる地

域連携型まちづくりの推進”に向けて、都市機能誘導区域が個々のまちづくり方針を目指すと

ともに、各都市機能誘導区域が連携できる公共交通サービスの実現によって、将来像へと

近づくものです。また、居住誘導区域が設定されることにより、都市機能と居住が連動し

たまちのコンパクト化が促進されます。 

そのため、本計画では、都市機能誘導区域に関する指標、居住誘導区域に関する指標、

公共交通に関する指標に分類して目標値を設定します。 

なお、目標年次は、計画策定後の見直しのタイミングとなる 5年後（平成 35 年）と将来

予測年次である平成 52 年で設定します。 

 

【都市機能誘導区域に関する目標値】 

 

【居住誘導区域に関する目標値】 

 居住誘導区域の設定に合わせて居住に関する指標を設定します。 

 

【公共交通に関する目標値】 

 地域公共交通網形成計画の策定に合わせて公共交通サービスに関する指標を設定します。 

 

  

事業の進捗を評価する指標 

（アウトプット指標） 

事業成果に関する指標 

（アウトカム指標） 

評価指標 

全市域に対する都市機能誘導区域内に占め

る都市機能誘導施設の割合 

 

目標値 

平成 27 年 19.1% 

平成 35 年 20.1% 

平成 52 年 22.3％ 

評価指標 

 都市機能誘導区域では、都市機能施設が誘

導されることにより、利便性が高くなるこ

とから一定の地価水準が確保されるため、

都市機能誘導区域内の公示価格平均が市全

域公示価格平均を上回る上昇率（又は下回

る下落率）が期待される 
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(2) 評価⽅法 

立地適正化計画では、おおむね 5 年ごとに当該立地適正化計画の区域における住宅及び

都市機能施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を

行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、立地適正化計画及びこれに関連す

る都市計画を変更することが立地適正化計画作成の手引きの中でも求められています。 

そのため、本計画においてもおおむね 5 年を評価周期とし、評価指標の評価結果や社会

情勢の変化を踏まえ、計画の見直しの必要性を検討することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12-1 PDCA サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

  

•おおむね５年ご
とに評価指標を
確認

•評価結果や社会
情勢を踏まえ、
必要に応じて計
画を見直し

•都市機能施設の
誘導を促すこと
で機能を集約

•立地適正化計画
を策定

PLAN

計画

DO
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ACTION

見直し



 

  
124 

 
  

 

前橋市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 

平成２９年 月 

 

発行 前橋市 

編集 前橋市都市計画部市街地整備課、都市計画課 


